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巻 頭 言
成長と分配の好循環に向けたDXの役割り
東京大学未来ビジョン研究センターシニア・リサーチャー
（客員研究員）
【企業活力研究所ものづくり競争力研究会 座長】
小川　紘一 氏

バブル崩壊から30年、日本経済の長期低迷がまだ続く。欧米諸国もリーマンショックから長期低
迷が続き、その原因探しに10年も議論している。ここにパンデミックが襲い掛かった。さらにロシ
アのウクライナ侵略によって資源や食料価格が急上昇し、景気後退とインフレの同時進行が始まっ
た。世界の国々で社会不安が広がり、民主主義が危機に晒されているという。
これと類似のスタグフレーションが1970年代のアメリカで起きたが、この時の処方箋は新自由

主義経済のイデオロギーによるオープン化政策の徹底であった。当初このオープン化政策を受けい
れたのは、確かにコンピュータやインターネットなどデジタル型産業のしかもスタートアップ企業
だけであったが、10～15年後は他の多くの産業の大規模企業もこれを受け入れ、アメリカの産業
構造がインタラクション連鎖を造り出すオープンなエコシステム型へ造り替えられた。
その最大の特徴は、企業の利潤や競争優位を確立する場が企業の内部から企業の外のエコシステ

ムへシフトした事実。フルセット垂直統合型企業が100年以上も蓄積したレガシーインフラが、こ
れによって切り離されたのである。この切り離しが無ければ自己実現に向けたアニマルスピリッツ
の発揮は困難だったはずであり、アメリカ経済の復活はもっともっと遅れたであろう。
この意味で現在の我われには、目に見えないレガシーインフラやコーポラティズムを切り離して

インタラクションを起こす新しい経済システムが必要。これをDXによって造り出せないだろうか。
この方向性を確かめるために19世紀の欧米や日本の経済を振り返ってみたい。A.Maddisonの世

界経済史概観によれば、それ以前なら経済成長と無縁だったアメリカとイギリスが1830年初期と
1840年ころから、そして日本が1870年代の後半から、新しい姿の成長軌道に乗っていた。
これらに共通するのが、国の隅々に鉄道と電信が張り巡らされ、物流コストとコミュニケーショ

ンコストが共に1/10以下に激減した事実。公共性の高い鉄道網と電信網の広がりによって誰でも
低コストで参入できるオープン・プラットフォームが現れ、それまで商人ギルドが支配していた物
流のレガシーインフラとコーポラティズムが切り離されたのである。
切り離しによって生まれる需要と供給のインタラクションが、自己実現に向けたアニマルスピ

リッツを目覚めさせてイノベーション連鎖を起こす。これが近代経済の始まりであり、一人当たり
のGDPが指数関数的なプロファイルの成長軌道に乗った。当時のドイツもフランスも例外ではない。
2020年代から広がる産業データの時代に、価値形成の主たる場がサイバー空間へシフトするの

であれば、DXを目的に企業活動をサイバー空間のデジタルデータ（Digital Twin）で表現するこの
プロセスで、フィジカル空間のレガシーインフラやコーポラティズムを切り離すことができる。
しかもサイバー空間は時間も距離も、そして限界費用も全てゼロ。これまで不可能だった企業・

産業を跨ぐ広範囲の、しかも瞬時のインタラクションが可能になったのであり、人間の自己実現に
向けたアニマルスピリッツを目覚めさせてイノベーション連鎖を起こす。
この一連のプロセスもまた21世紀のDXと定義すれば、19世紀に鉄道や電信が担った役割を今度

はサイバー空間のDXが担うのである。ここから成長と分配の好循環に向けた経済システムを作り
出せるのではないか。DXにはこの役割も期待されていることを改めて強調したい。
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　当研究所の人材研究会では、学習院大学 経済学部 経営学科 守島 基博 教授を座長にお迎えし、企業の人事
担当者、有識者、オブザーバーの経済産業省の方 と々ともに、「経営戦略を支える人事部の新たな役割」について、
2020年度から2年にわたり、調査研究を行いました。2020年度においては、人事部門が抱える中心的な問題点・
課題等について、論点整理を行い、2021 年度は、人事戦略実現のための鍵となる従業員の「エンゲージメント」
と「キャリアオーナーシップ」を中心に、有識者や企業委員の発表、企業インタビュー調査、WEB アンケート調
査等を実施し、7 回の研究会の中で、分析、検討を行い、報告書を取りまとめました。また、2022 年 7 月 1 日（金）
には、報告会ウェビナーを開催し、プレス関係者、研究機関、企業の人事担当者の皆様にご参加いただきました。
　本項では、2021 年度の研究会開催のご報告をするとともに、取りまとめた報告書のポイントについてご紹介
いたします。　　

委員名簿
座長 
守島　基博  学習院大学 経済学部 経営学科 教授／一橋大学 名誉教授

委員 
石原　直子  （株）リクルート リクルートワークス研究所 主幹研究員／人事研究センター長
蛯原　　淳  日産自動車（株） 人事本部 日本人事部 部長
菊岡　大輔  大和ハウス工業（株） 経営管理本部 人事部長
菊川　万友  パナソニック（株） オペレーショナルエクセレンス社

 エンプロイーサクセスセンター長
佐竹　秀彦  富士通（株） Employee Success本部 

 Engagement & Growth統括部長
杉山　　敦  SCSK（株） 人材開発本部 本部長
須藤　由紀  キヤノン（株） 人材開発部 部長
谷　　　亘 （株）LIXIL Human Resources部門 総務部 部長
中澤　二朗 （大） 高知大学 特任教授
中島　竜介  アステラス製薬（株） 人事開発部 部長
山内　一生 （株）日立製作所 人財統括本部 人事勤労本部 

 エンプロイーリレーション部長
山内　幸治  日本製鉄（株） 人事労政部 部長
  

オブザーバー 
島津　裕紀  経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長

事務局 
（一財）企業活力研究所　
（株）インターネット総合研究所
学習院大学

（企業・団体名・役職名は当時、氏名五十音順　敬称略）

人材
人材研究会

2021年度（令和3年度）
経営戦略を支える人事部の新たな役割に関する

調査研究



人 材

3No.115 企業活力 2022 夏季号

Ⅰ．調査研究の趣旨

Ⅱ．調査研究の手法

1. 企業を取り巻く中長期的な環境変化への対応
企業は、技術革新が、厳しい事業変化を産むという環境の中で、グローバル競争にも対峙し、更

なる成長発展をするために、次の課題への対応が必要
①経営戦略として、グローバル化や最新の技術（AI、ICT、DX、新素材等）への対応、事業の再構築
②環境変化に対応し、経営戦略を具現化する戦略的人事施策、組織体制の構築
③従業員の価値観の変化、多様化、エンゲージメントの低下への対応
④COVID-19による短期的変化又は変化加速への対応

2. 企業の人事部がおかれた現状と問題点
①従来型の人材マネジメント（採用・昇進昇格・人事異動等）の延長上の業務や雇用延長への対応
業務が中心となり、戦略的な対応への検討が十分でない

②制度や雇用慣行の縛りで、改革に踏み出しにくい環境である
③従業員のエンゲージメント向上やキャリア自律を促進する取り組みが充分でない

人事部の新たな役割への検討視点
●人事施策の在り方：経営戦略と連動した戦略人事のあり方
●従業員と組織の関係（心理的契約）：従業員と組織の利益が一致する組織構築のあり方
●従業員エンゲージメント
●従業員キャリアオーナーシップ

1. 研究会の設置
●守島座長（学習院大学教授）、企業の人事部長等、有識者　　　合計　13名
●問題意識の整理、企業調査・従業員アンケートの項目の検討
●企業調査・従業員アンケートによる調査の結果の考察

2. 企業調査
●研究会委員企業（10社）と、他の企業（10社）を調査（合計20社）
　（インタビュー又はプレゼンテーション聴取）
●この調査においては、回答内容を示す形での企業名の公表はしない前提で実施
●調査時期：2021年10月～12月

3. 従業員アンケート調査
●インターネット調査会社によるアンケート回収
●回答者数：637名（25-34歳：27.3％、35-49歳：47.9％、50-60歳：24.8％）
●対象者：ホワイトカラー（大卒以上、正社員、従業員数300名以上の企業）
●調査時期：2021年10月13日～同年10月21日
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Ⅲ．開催内容

第1回　2021年8月31日（火）　16:00～18:00

①　委員自己紹介

②　調査設計説明

③　全体討議

第2回　2021年10月22日（金）　10:00～12:00

①　従業員アンケート調査及び企業インタビュー調査について

②　有識者委員（2名）による発表と議論

第3回　2021年11月16日（火）　10:00～12:00

①　研究会参加企業（3社）による発表と議論

第4回　2021年12月3日（金）　15:00～17:30

①　研究会参加企業（4社）による発表と議論

第5回　2022年1月18日（火）　15:00～17:00

①　研究会参加企業（2社）による発表と議論

②　従業員アンケート調査（中間報告）

③　企業インタビュー調査（進捗報告）

第6回　2022年2月18日（金）　10:00～12:00

①　企業調査結果（概要報告）

②　従業員アンケート調査結果（2次報告）

第7回　2022年3月11日（金）　10:00～12:00

①　従業員アンケート調査結果についての追加・修正報告

②　企業調査結果についての追加・修正報告　

③　調査研究報告書骨子案について
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Ⅳ．研究会報告書のポイント
※本文中の図表番号は、報告書と同様の番号で記載しています。

＜1＞問題意識
1. 基本的認識
（1） 経営戦略の立案・推進　← 経済環境変化のスピードアップ

「人事戦略と合わせた検討」が必要ではないか。現状はどうか。
⇒その連携の状況につき、企業調査、従業員アンケートの双方により、実態を調査考察する。

（2）同時に、人事戦略を効果的に推進するためには、

従業員が人事戦略を受け入れること（信頼関係）が必要。その状況・対策はどうなっているか。
⇒この信頼関係の状況・対策につき、企業調査、従業員アンケートの双方により、実態を調査
考察する。
※その際、エンゲージメント、キャリアオーナーシップという尺度を用いて評価

2.「エンゲージメント」と「キャリアオーナーシップ」の意味
（1）様々な定義

●既に多くの研究において、様々な定義が示されている。
●経済産業省の報告書の例では、次の通り。

 エンゲージメント
企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しよ
うという意識を持っていること（「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」
（2020年9月））
キャリアオーナーシップ　
従業員が、キャリアは企業からただ与えられるものではなく、自ら作り上げるものだとい
う認識に立ち、置かれた制約や条件の下で、様々な働き方を選択し、獲得するスキルの種
類、発揮する場面等を常に意識し続けること（「我が国産業における人材力強化に向けた
研究会」（2018年3月））

●これらの定義は、入念なものではあるが抽象的な面もあり、直感的な理解は必ずしも容易で
ない。
　⇒類似する用語（概念）を、比較対照してみる。

（2）比較対照による定義

※仕事へのエンゲージメント」と「キャリアオーナーシップ」は、比較的、類似した概念
「組織へのエンゲージメント」と「キャリアオーナーシップ」の関係は、要検討。
（定義上は、並立する場合も、対立する場合もあり得る）
（注）この整理は、本研究の実施に際しての枠組み
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＜２＞分析考察１：経営戦略と人事戦略の連携
1. 企業調査

●「人事戦略」は、「経営戦略」と連動するものと認識されてきていると考えられる。
●共通してみられる経営戦略（事業基盤強化、事業再編）に応じた対応：

・社内人材の育成・活用を中心とする対応より、外部人材の確保・活用の比重を増加させる対応を
している事例が多く見られた。

・新人事制度の導入事例（ジョブ型マネジメント、キャリアポスティング制度等）
・社内人材の再教育（リスキリング）の対策推進の事例

●個別戦略ごとの対応
 新規領域進出：

・外部人材（専門知識・スキル）の中途採用を拡大
・内部人材、外部の新規人材ともに、特別の給与・ポストを処遇する事例

　　
 グローバル化：

・多様性を尊重する体制の強化（ダイバーシティ／インクルージョン、オープンイノベーション）
・外国人人材の確保の強化
・グローバル人事制度の導入事例、グローバルな人事データベース開発事例

●経営戦略構築で、「企業理念（パーパス）」の明確化・社内共有に注力した事例。

2. 従業員アンケート調査
（1）人材マネジメント、従業員経験の状況
●新領域進出を目指す戦略の企業
・「人材マネジメント実施指標」も
「従業員経験価値指標」も、と
もに高い傾向

・従業員への慎重・入念な対応が実
施されていると考えられる。

・国内事業中心か、グローバル展開
かの相違に関しては、いずれの
指標についても結果に大きな相
違がみられない。

・海外事業要員の限定など、個別の
事情が影響している可能性があ
るが、更なる検討が必要。

図表-11
経営戦略類型別－人材マネジメント実施指標の状況

人材マネジメント実施指標：
人材マネジメントがどの程度適切に実施されているかを表す指標（従業員評価）

従業員経験価値指標：
従業員が仕事を通じて経験できている経験価値を表す指標（従業員評価）

図表-12
経営戦略類型別－従業員経験価値指標の状況
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（2）人材マネジメントの区分【戦略連動、外部志向、個の尊重】＆新領域進出
●人材マネジメントの内容区分での比較
□「戦略連動」型：仕事内容明確化、戦略対応に係るスキル開発、外部採用など
□「外部志向」型：外部労働市場との比較、兼業・副業など
□「個の尊重」型：評価説明、キャリア構築に係る自己責任、多様な就労形態など

●「既に新領域進出」の戦略の企業（下の図）
「戦略連動」、「外部志向」、「個の尊重」型につき、いずれも高位とする者の比率が高い。

従業員への入念な対応実施を示唆。

図表-14：新商品の投入頻度と「戦略連動」型人事

図表-15：新商品の投入頻度と「外部志向」型人事

図表-16：新商品の投入頻度と「個の尊重」型人事

ઓུ࿈ಈとＱ14（新商品の投入頻度）

ઓུ࿈ಈ-低群　 ઓུ࿈ಈ-高群
0%

分からない

あまり多くない
～ほとんどない

非常に多い
～まあ多い

どちらとも言えない

20% 40% 60% 80% 100%

֎෦ࢤとＱ14（新商品の投入頻度）

֎෦ࢤ-低群　 ֎෦ࢤ-高群
0%

分からない

あまり多くない
～ほとんどない

非常に多い
～まあ多い

どちらとも言えない

20% 40% 60% 80% 100%

個の尊重とＱ14（新商品の投入頻度）

個の尊重-低群　 個の尊重-高群
0%

分からない

あまり多くない
～ほとんどない

非常に多い
～まあ多い

どちらとも言えない

20% 40% 60% 80% 100%

●「今後の新領域進出」を想定する企業（図省略）
「戦略連動」、「個の尊重」は高位者比率が高いが、「外部志向」では差が見られない。

「外部志向」型の導入に至っていない可能性

少
←
投
入
頻
度
→
多

少
←
投
入
頻
度
→
多

少
←
投
入
頻
度
→
多
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図表-13　人材マネジメントの分類（従業員アンケート　Q４の22問（並び替え））

（3）人材マネジメントの区分【戦略連動、外部志向、個の尊重】＆グローバル事業運営
●「現在のグローバル事業運営」戦略が明確な企業
・「戦略連動」、「個の尊重」型のマネジメントが実施されているとする者の比率が高い傾向

●「今後にグローバル事業運営」戦略を志向する企業
・現地生産・販売までも志向する企業において、「個の尊重」型マネジメントが実施されていると
する者の比率が高い。

適切な海外人材要員を確保しようとしている試みの可能性

戦略連動

外部志向

個の尊重
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図表 資料-64 海外事業の現状と「戦略連動」

図表 資料-69 今後のグローバル展開と「個の尊重」
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●年齢層ごとのエンゲージメントの相違

 企業調査：
・全般的にはエンゲージメントは高い状
況だが、若手社員は低く、ミドル・シ
ニア社員は高い傾向

 従業員アンケート：
・若年層では、ミドル・シニア層と比べ、
エンゲージメントが低い傾向。
　対「組織」、対「仕事」とも、同じ傾向。

・エンゲージメントは、若手
社員は低く、ミドル・シニア
社員は高い傾向

（企業調査と従業員アンケートは整合的）
・今後の人事対策については、一方への
対策が他方にも影響しうると考えられ
る（企業調査での回答事例）ため、こ
の影響も考慮する必要。

※横軸（若年層）、縦軸（シニア・ミドル層）とも、「そ
う思う」、「まあそう思う」と答えた者の構成比率
※※「仕事」に対するエンゲージメントについても、ほぼ同じ

図表-25：組織に対するエンゲージメントに関する
若年層とシニア・ミドル層の対比

＜３＞分析考察２：エンゲージメントとキャリアオーナーシップ
1. エンゲージメントの状況

（1）全般的状況

●従業員に一定のエンゲージメント意
識が見られる（組織、仕事の両方）

 企業調査：
・調査企業では、従業員のエンゲージ
メントは高い傾向 （先進的な人事対
策）。
・近年の労働環境変化の中で、エンゲー
ジメントの維持・向上に苦労している
模様。
・エンゲージメントは、企業の業績（事
業の拡大・ 縮小）、ブランド力に大
きく影響を受ける可能性。

 従業員アンケート：
・エンゲージメントを表す項目については、5～６割が、「そう思う」、「まあそう思う」。
・一方、否定的項目については、その比率が低い状況にある。
・「組織」、「仕事」へのエンゲージメントは、ほぼ同じ傾向を示している。

図表-20：組織に対するエンゲージメントの状況（抄）

図表-21：仕事に対するエンゲージメントの状況（抄）
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（2）「組織」エンゲージメントと「仕事」エンゲージメントの関係

●従業員アンケートの分析で、「組織」
に対するエンゲージメントと、「仕事」
に対するエンゲージメントの間に高い
相関（ｒ＝0.86）

・別の先行海外調査では、両者の相関係
数が低いとの研究あり。
　（Saks（2006）：米国でr=0.62など）

・日本では、労働法制の影響等での従来
型雇用慣行により、それらに、大きな
差が見られなかった可能性。

・以下の考察においては、分析作業は分
けて行ったが、双方を同様の概念とし
て説明している。

（3）経営戦略とエンゲージメントの関係
＜従業員アンケートの分析＞

●新領域進出を目指す企業
　・従業員のエンゲージメントが、より高い傾向。
　・対「組織」エンゲージメントも、対「仕事」エンゲージメントでも、同様。

・企業がエンゲージメント対策を講じているケース、その戦略により業績拡大が実現できている
ケースが想定される。

●グローバル事業運営を目指す企業
・「国内での事業運営」を目指す企業と「グローバル事業運営」を目指す企業の間では、明確な
差は見られない。
　（理由は不明。更なる精査必要。）

図表-23：経営戦略類型別－組織に対するエンゲージメント指標

※仕事に対するエンゲージメントに関しても、同様の傾向

※各質問への回答を点数付けし、その合計値をプロット

図表-22：組織に対するエンゲージメント指標と仕事に
対するエンゲージメント指標の相関
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●年齢層ごとのキャリアオーナーシップの相違

 企業調査：
・多くの企業で、若手社員は自
己キャリアに意識が高く、自
己研鑽に励む社員が多いとの
こと。
・他方、ミドル・シニア社員は、
環境変化に追いつけていない
ケースがあるとの話あり。　

 従業員アンケート：
・若年層は、シニア・ミドル層
と比べ、キャリア充実、能力
開発、副業・兼業などへの問
題意識が高い。

・キャリアオーナーシップは、
ミドル・シニア社員は低く、
若手社員は高い傾向

（企業調査・従業員アンケートの結果は整合的）

・若手の問題意識を、個人の特
性を踏まえつつ、積極的に活
用する方策が重要。

※横軸（若年層）、縦軸（シニア・ミドル層）とも、「そう
思う」、「まあそう思う」と答えた者の構成比率

図表-31：キャリアオーナーシップに関する若年層と
シニア 層・ミドル層の対比

2. キャリアオーナーシップの状況
（1）全般的状況

●従業員のキャリアオーナーシップは、
全体ではあまり明確に見られない

 企業調査：
・従業員の中で、個人差があるが、一般
的には、まだ十分に形成されていない
模様。
・企業の中では、キャリア開発を支援し、
自律的な社員となることを強く期待す
る会社が多い。　

 従業員アンケート：
・キャリアオーナーシップのプラス面の
質問への反応と、マイナス面での質問
への反応に、明瞭な差が見られない。
・「職務上義務的と思う事項」に係る質
問では、基礎的事項に係る重要度と比
べ、キャリアオーナーシップ関係の質
問の重要度は高くはない傾向。

図表 資料-48：キャリアオーナーシップの状況（抄）

図表-32：従業員が職務上義務的と思う事項（抄）
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（2）経営戦略とキャリアオーナーシップの関係
＜従業員アンケートの分析＞

●新領域進出を目指す企業
・このうち、国内事業中心企業

では、従業員のキャリアオー
ナーシップが高い傾向

・企業インタビューで、その
戦略の企業では新しい仕事・
ポストが生まれているため、
チャンスが多くなっていると
の話があったことと整合的。
・その戦略の企業では、キャリ
アオーナーシップが高い者を
採用していることの結果であ
る可能性。
　　

●グローバル事業運営を目指す企業
・新領域進出企業と既存領域中
心の企業の間で、あまり差は
見られなかった。

図表-29：企業類型別－キャリアオーナーシップ指標

3. エンゲージメントとキャリアオーナーシップの関係
（1）全般的状況

●ある程度の正の相関はある。

 企業調査／研究会討議：
・多くの企業から、相反するも
のではなく、双方の向上のた
めの対策で、相乗的な効果が
生じるとの意見あり。
・他方、双方のバランスをと
るのは難しい課題との意見も
あった。

 従業員アンケート：
・相関の程度はあまり高くない
が、ある程度の正の相関があ
る。
・ただし、キャリアオーナー
シップは高いが、エンゲージ
メントは高くない層も見られ
る。（図中の破線の円） ※仕事に対するエンゲージメント指標との相関についても、ほ

ぼ同様（図表-34）

図表-33：キャリアオーナーシップ指標と組織に対する
エンゲージメント指標の相関
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（2）業種別・職種別にみたエンゲージメントとキャリアオーナーシップの関係
●業種別

 研究会討議：
・製造業のように、一般的に、組織のチームワークによる業務遂行が必要とされるところでは、
エンゲージメントとキャリアオーナーシップは相反する傾向が高い面がある。
・ITサービス業のように、技術の変化が速いため、個々の従業員の努力・能力に成果が大きく依
存するところでは、相反する局面は少ない状況にある。

●職種別
 研究会討議：
・製造業の企業の中でも、担当部門によって異なる。

製造現場、品質管理担当 ：キャリアオーナーシップよりエンゲージメントが重要
企画部門など ：状況は異なり、キャリアオーナーシップも重要　

・他方、企業は業績が悪化する局面はありうるので、それを念頭に置いて、従業員がキャリア
オーナーシップを持つことは重要。

（3）「キャリアオーナーシップは高いが、エンゲージメントは高くない層」への対応策
□「キャリアオーナーシップは高いが、エンゲージメントは高くない層」が一定比率存在（図表
-35の黄色）
□その層のエンゲージメントを高める対策をみるため、いくつかの人材マネジメント対策につき、
実施している企業群における4つの象限の構成比を見る。

・「個々の従業員の心理的安全性を重視した人材対策」

（例） ・職場での一人の人間として尊重
　 ・職務との調和を図りながらのキャリア構築責任の要請
　 ・経営戦略・経営方針に応じた人材配置・活用

・その人材対策を行っていない企業群（No）と比較し、実施企業群（Yes）では、「高キャ
リアオーナーシップ・高エンゲージメント」の従業員の比率（青の構成比）が高い

・「個々の従業員の心理的安全性を重視した人材対策」が、エンゲージメント向上（黄⇒青）に
有効である可能性。
・同時に、その対策は、「低キャリアオーナーシップ・低エンゲージメント」（赤部分）の従業
員のエンゲージメントの向上対策（赤⇒緑）としても有効である可能性。

図表-35：キャリアオーナーシップ指標と組織に対するエンゲージメント指標の相関図の象限分け
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図表-36：人材マネジメントの実施状況別の各象限の割合

図表-37：キャリアオーナーシップの高中低別－人材マネジメントによるエンゲージメントへの効果

4. エンゲージメントと向上対策についての分析（統計分析）
（1）人材マネジメント対策区分「三分類」ごとのエンゲージメント向上効果
＜キャリアオーナーシップの程度区分＞

 「戦略連動」型人事　 ・どのキャリアオーナーシップ区分の者にも効果あり
  ・特にその区分が「高」「中」の区分の者に有効　

 「外部志向」型人事 　・特にその区分が「高」の区分の者に有効
 「個の尊重」型人事　 ・どのキャリアオーナーシップ区分の者にも効果あり

  ・特にその区分が「低」の区分の者に有効

以上の点は、対「組織」エンゲージメントでも対「仕事」エンゲージメントでもほぼ同じ

キャリアオーナーシップの高低によって、より有効にエンゲージメントを高めるための人材マネジメ
ント対策が異なりうる可能性
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図表-38：組織に対するエンゲージメントへの「転職志向」層、「戦略連動」型・「外部志向」型人事の影響

＜４＞分析考察の整理
論点１:「経営戦略の立案・推進に際しての人事戦略と合わせた検討」の状況

1. 経営戦略と連携した人事戦略の推進
●「人事戦略」は、「経営戦略」と連動するものと認識されてきている。
●多くの企業は、経営戦略の方向と合わせ、新人事制度（ジョブ型マネジメント制度、キャリアポス
ティング制度等）の導入や、外部人材の活用などを推進している。

2. 経営戦略の周知
●「経営戦略」の策定に関し、「企業理念（パーパス）」の明確化・社内共有にも　努力している事
例がある。

３. 従業員アンケートから見える方向
●「新領域進出」を目指す企業においては、人材対策マネジメントにより、従業員への慎重・入念な
対応をしているケースが多いとみられる。

●「グローバル事業運営」を目指す企業においては、特に、「戦略連動」型、「個の尊重」型の人材
マネジメントを実施している企業が多いとみられる。

（2）特に「転職志向」が高いものに対するエンゲージメント向上対策
□キャリアオーナーシップ意識の一部を「転職志向」として切り出し
□この「転職志向」要素と、エンゲージメントの高低を分析

 「転職志向」とエンゲージメントの関係
・「転職志向」が高い者は、エンゲージメントが低い傾向（係数がマイナス）

「転職志向」×「戦略連動」型人事、「転職志向」×「外部志向」型人事と
  エンゲージメントの関係

・「転職志向」が高い者は、「戦略連動」型または「外部志向」型人事が、エンゲージメ
ントを向上させる傾向（係数がプラス）

・「転職志向」が高い者について、社内で効果的に活躍してもらうための対策の可能性
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論点２: 従業員との間の「信頼関係」の尺度としての、従業員における「エンゲージメント」、
「キャリアオーナーシップ」の状況

１. エンゲージメントの状況
●従業員には、一定のエンゲージメント意識がみられる。
●ただし、年齢層ごとにみると、ミドル・シニア層が高く、若年層は低い傾向。
（企業調査でも、従業員アンケートでも、同様の結果）
●「組織」へのエンゲージメントと、「仕事」へのエンゲージメントの関係は、米国等での先行研究と異なり、高
い相関関係がみられる（別々の要素でなく、連動傾向）。
●新領域進出を目指す企業では、高いエンゲージメントがみられる。
　→　企業の人材対策と、業績拡大に伴う波及効果の双方によると推測される。　

２. キャリアオーナーシップの状況
●従業員のキャリアオーナーシップは、全体では、あまり明確に見られない。
●ただし、年齢層ごとにみると、ミドル・シニア層が低く、若年層は高い傾向。
　（エンゲージメントと逆の傾向；企業調査でも、従業員アンケートでも、同様の結果）
●新領域進出を目指す企業では、高いキャリアオーナーシップがみられる。
　→　企業での新仕事・ポストの拡大、採用状況等の要素によると推測される。

３. エンゲージメントとキャリアオーナーシップの関係
●双方に、ある程度の正の相関はみられる。　
●ただし、「高キャリアオーナーシップ／低エンゲージメント」の層も、一定数みられる。
●研究会の討議では、業種ごとの相違、同一企業の中での業種ごとの相違の可能性が指摘された。
●「高キャリアオーナーシップ／低エンゲージメント」の層へのエンゲージメント向上対策として、
「個々の従業員の心理的安全性」を重視した対策の可能性が示された。
　※この対策は、「低キャリアオーナーシップ／低エンゲージメント」の層へのエンゲージメント

向上対策としても有効な対策となる可能性
４. エンゲージメント向上対策の分析（統計分析）
●キャリアオーナーシップの高低によって、より有効となる人材マネジメント対策が異なる可能性が
示された。

　（例：「戦略連動」型人事 ⇒ キャリアオーナーシップが「高」「中」の者に特に有効
「個の尊重」型人事  ⇒ キャリアオーナーシップが「低」の者に特に有効）

●キャリアオーナーシップ意識の一部である「転職志向」に関し、それが高い者につき、社内で効果
的に活躍してもらうための有効な対策の可能性が示された。

　（例：「戦略連動」型人事対策、「個の尊重」型人事対策）

＜５＞調査から導かれる示唆と将来への指針
1. 人事部門への示唆・将来への指針
（1）経営戦略を支える人事戦略・人事対策を推進

■経営戦略を実現し経営目標を達成するため、人事面からの戦略を率先して遂行
■自社のパーパスや経営の方向性の明確化と、それらの従業員への浸透を積極的に推進

（2） 人材採用・確保のための外部労働市場の活用
■自前主義からの脱却、外部連携、他との共創を含めたオープンイノベーションの推進

（3） 従業員のキャリアオーナーシップとエンゲージメントの向上
■キャリアオーナーシップ向上とエンゲージメント向上の両立のための人材マネジメントが重要

（4） 多様な人材層への配慮
■これまで自社を支えてきた既存事業にかかわってきた人材への配慮
■多様な人材が安心して働ける職場にするための心理的安全性の確保
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【人材研究会　担当研究員より】

技術革新による事業変化や、新型コロナウイルス蔓延により働き方が大きく変わる中で、企業
の最大の経営資源である人材の価値を引き出す人事部の果たすべき役割は、益々重要になってい
ます。
今回の研究会では、経営戦略を実現するために、人事部としてどのような取組を進めているの

か、また、従業員の心のマネジメントはどうなっているのか、ということを中心に調査研究を進
めてまいりました。
今回の調査において、日本企業で働く人々の組織エンゲージメントと仕事エンゲージメントが、

外国よりも高い相関があるということが明らかになったことは、新しい発見であったと思いま
す。また、エンゲージメントとキャリアオーナーシップは、必ずしも相反するものではなく、そ
の向上に向けてセットで推し進めていくことが重要なポイントとして示されました。企業インタ
ビューでも、パーパスを日々社員に周知する取組や、やりたかった事に挑戦したり、ワクワクし
ながら仕事をする環境を整える、といった働く人にとってやりがいのある、魅力ある職場作りへ
の取組や、ひとりひとりの意思を尊重し、働く人々の心理的な安心感を与える等の対策を進めて
いくことが、企業への貢献意識を高め、人材の能力を向上させていく、という声が多く聞かれま
した。
研究会を進める中で、人事にかかわる皆様の、自社の社員にとって何が本当にプラスになるの

かを考え、真摯に向き合い寄り添おうとする熱い想いに、心から敬服いたしました。
ご多忙にも拘らず、本研究会にお力添えをいただきました守島座長をはじめ、委員の皆様、イ

ンタビュー調査にご協力いただいた企業の皆様、経済産業省 産業人材課の皆様、また、研究会
を支えてくださった学習院大学の斎藤氏、インターネット総合研究所コンサルチームの皆様に対
し、この場を借りて深く感謝申し上げます。
引き続き、ご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　

（主任研究員　石川　眞紀）

2021年度人材研究会調査研究報告書や2022年７月1日（金）に開催しましたウェビナーの講演
資料の一部は弊所ホームページにて公開しておりますので宜しければご活用ください。
以下のURLよりご確認いただけます。
https://www.bpfj.jp/report/human-resources_r03/

2. 従業員に対する示唆・将来への指針
（1）企業の経営理念、経営戦略に関する情報の収集と確認

■企業の経営理念、経営戦略に関する情報に係る、社会環境の推移と合わせた確認　　
（2）エンゲージメントとキャリアオーナーシップの観点からの努力の方向性

■業務に積極的に貢献する意識（エンゲージメント）の自覚
■自らの職務経験・業務遂行能力を構築する意識（キャリアオーナーシップ）の自覚と努力
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企業活力研究所では 2004 年度より、企業メンバー等にご参加いただき、またオブザーバーとして経済産業省
にもご参加いただいて、「CSR 研究会」を設置し、CSR の諸課題について調査研究を行ってきております。

2021 年度の CSR 研究会（座長：加賀谷哲之 一橋大学 大学院経営管理研究科 教授）では、「持続可能な
社会における『ビジネスと人権』のあり方」をテーマとして調査研究を行うことといたしました。

本調査研究は、合計 6 回研究会（2021 年 10 月〜 2022 年 3 月まで）を実施し議論を行い、この度調査
研究報告書をとりまとめました。また、2022 年 7 月 5 日（火）にはオンラインにて本調査研究に関わるウェビナー
を開催し、209 名の方にご視聴いただきました。

本項では、2021 年度の研究会開催のご報告をするとともに、取りまとめた報告書のポイントについてご紹介い
たします。　　　　　　　　　　　　　

CSR
CSR研究会

2021年度（令和3年度）
持続可能な社会における「ビジネスと人権」の

あり方に関する調査研究

委員名簿
座長
加賀谷哲之  一橋大学 大学院経営管理研究科 教授

委員
青山　信秀  富士通（株） サステナビリティ推進本部 シニアディレクター
稲継　明宏 （株）ブリヂストン グローバルサステナビリティ部門長
金井　　圭  損害保険ジャパン（株） サステナビリティ推進部 リーダー
シッピー 光  ソニーグループ（株） サステナビリティ推進部 シニアゼネラルマネジャー
新野　宏喜  パナソニック（株） コーポレート戦略・技術部門 CSR・企業市民活動担当室

 CSR企画課 課長
関崎　陽子 （株）丸井グループ サステナビリティ部 兼 ESG推進部長、

（株）okos Q-SUI事業部長 兼 VEGAN事業部長
中尾　洋三  味の素（株） サステナビリティ推進部 社会グループ
長谷川知子 （一社）日本経済団体連合会 常務理事
畑中　晴雄  花王（株） ESG部門 ESG戦略部 部長
松井　滋樹    東レ（株） CSR推進室長
宮田千夏子    ANAホールディングス（株）執行役員 グループ法務・グループ総務・

 サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長

オブザーバー
前田　翔三  経済産業省 経済産業政策局 企業会計室 室長
野上　美貴  経済産業省 経済産業政策局 企業会計室 係長
冨田　秀実  ロイドレジスター ジャパン（株） 代表取締役

事務局
（一財）企業活力研究所　
ロイドレジスター ジャパン（株）

（企業・団体名・役職名は当時、氏名五十音順、敬称略）
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Ⅱ．調査研究の手法

（1）調査実施方針
持続可能な社会における「ビジネスと人権」のあり方について、主要企業に対するヒアリング

調査を行うとともに、個別分野に係る専門家の見解の聴取、訴訟・判決等の状況の調査を行い、
その上で委員間での議論のうえ、報告書をとりまとめました。

（2）調査方法
①企業委員による各企業の問題意識についての報告
②主要企業への個別ヒアリング　
③専門家への個別ヒアリング
④専門家による研究会報告・ディスカッション・専門調査（法規制・裁判事例等）
⑤文献調査（本テーマにおける国内外の最新動向、海外企業先進事例等）

Ⅰ．調査研究の趣旨

2011年に国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択されてから、10年強
が経過しました。既に多くのグローバル企業において人権方針が策定され、人権デュー・ディリジェン
スも実施されるようになった一方で、指導原則についての一層の実効性の確保という課題も指摘されて
おります。
具体的には、気候変動を始めとする環境問題と関連して発生する人権問題が拡大し、新しいテクノロ

ジーによる負の影響が顕在化する等、人権を巡る社会の状況は厳しさを増しております。また、新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延は、社会的に脆弱な立場にある人々に深刻な影響を及ぼしたところです。他
方、国家が人権問題を誘発する状況や、それに伴い人権問題が企業のグローバル展開に影響を与える可
能性も現実のものとなっています。
このような状況の中で、企業が「ビジネスと人権」に関する取り組みの成熟度を高めていく上での課

題と対応を取りまとめることを目的として、当研究所に企業、学識経験者等の関係者からなる研究会を
設置し、「持続可能な社会における『ビジネスと人権』のあり方」をテーマとして、調査研究を行いま
した。
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Ⅲ．開催状況

第1回　2021年10月19日（火）　15:00～17:00

①  研究会の趣旨説明
②  企業委員による各企業の問題意識についての報告・討議

第2回　2021年11月19日（金）　15:00～17:00

①  有識者・専門家等とのディスカッション
　 ・（一社）環境金融研究機構（RIEF） 代表理事　　　　　　　 藤井良広氏
　 ・ NPO法人日本サステナブル投資フォーラム 会長 荒井勝氏
 ・ 損害保険ジャパン（株） サステナビリティ推進部 シニアアドバイザー、
   明治大学 経営学部 特任教授 関正雄氏
 ・（一財）日本民間公益活動連携機構 事務局長、
   立教大学大学院 21世紀社会 デザイン研究科 客員教授 鈴木均氏
 ・（株）日本総合研究所 常務理事 足達英一郎氏
 ・ EY新日本有限責任監査法人 Japan CCaSSリーダー 気候変動・
   サステナビリティサービス（CCaSS） プリンシパル 牛島慶一氏

第3回　2021年12月14日（火）　15:00～17:00

①  専門家による講演
　 「企業価値を高めるための『ビジネスと人権』」
　 ・ JETROアジア経済研究所 新領域研究センター 法･制度研究グループ長 山田美和氏
　 「ビジネスと人権に関する規制・訴訟等の動向と対応」
 ・ 真和総合法律事務所 パートナー 弁護士 高橋大祐氏

第4回　2022年1月25日（火）　15:00～17:00

①  投資家による講演
　 「『ビジネスと人権』に関する投資家の視点と企業への期待」
 ・ りそなアセットマネジメント株式会社 執行役員 責任投資部長 松原稔氏
② 「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート」調査結果概要説明　　　
 ・ 経済産業省 通商政策局 通商戦略室
   ／大臣官房ビジネス・人権政策調整室 室長補佐 飯野拓馬氏
③  調査報告・CSR研究会（2021年度）調査研究報告書構成案（事務局）

第5回　2022年2月18日（金）　15:00～17:00

①  CSR研究会（2021年度）調査研究報告書案（事務局）

第6回　2022年3月22日（火）　15:00～17:00

①  CSR研究会（2021年度）調査研究報告書最終案（事務局）

（企業・団体名、役職名は当時）
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Ⅳ．研究会報告書のポイント

始めに
✓ 指導原則策定から10年：2011年に国連人権理事会において採択された「ビジネスと人権に関す

る指導原則（以下、指導原則）」が、ビジネスと人権に関して、国と企業が取り組むべきフレー
ムワークを提示してから10年が経った。指導原則は国際的規範として浸透し、各国では国別行
動計画（NAP）や法規制が施行され、多くのグローバル企業において人権方針が策定され、人権
デュー・ディリジェンスが実施されるようになった。一方で、指導原則の実行、政策とビジネスに
おける実践との乖離といった課題が指摘されている。

✓ ビジネスと人権をめぐる潮流：気候変動を始めとする環境問題は深刻化し、AIを始めとする新しい
テクノロジーによる負の影響が顕在化するなど、人権を巡る社会の状況は厳しさを増している。ま
た、独裁的な政治や暴力的な統治、ポピュリズムや格差の広がりによって社会が不安定さを増して
いることに加え、新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、社会的弱者の人権が軽視されるよう
な事態が発生し、社会の構造的な矛盾が明らかとなった。日本国内においては政府が「ビジネス
と人権に関する行動計画（2020-2025）（NAP）」を公表した他、「コーポレートガバナンス・
コード」にも取締役会が人権尊重に取り組むことが明記され、人権デュー・ディリジェンスのガイ
ドライン策定に向けた動きも進んでいる。

✓ 調査目的・背景：本調査は、先進企業のこれまでの取り組み内容から、企業が「ビジネスと人権」
に関する取り組みの成熟度を高め、深化させていく上での課題と対応を取りまとめることを目的と
している。経営者と取締役、およびビジネスと人権を担当する実務担当者を主な利用者として想定
しており、業種業態や企業規模を問わず、広く日本企業全体において参照されることを期待してい
る。

第1章　ビジネスと人権をめぐる潮流
（1）国連の指導原則
✓　 指導原則は、経済のグローバル化に伴い生じた多国籍企業がもたらす人権への負の影響を適切にコ

ントロールするための社会の能力の差（ガバナンス・ギャップ）に対応するために、策定された。
✓　 また指導原則は、1）人権を保護する国家の義務、2）人権を尊重する企業の責任、3）救済へのア

クセスの3本柱で構成されている。人権侵害の解決に向けて、政府と企業に異なるが補完しあう役
割があることを明示した点が最大のポイントであり、多様なステークホルダーが協働して人権に取
り組む上でのグローバルな共通のフレームワークを提示した。

✓　 その中で、企業においては、人権が尊重されるよう方針を策定してコミットし、人権に対して及ぼ
す負の影響を特定し、評価し、予防・軽減し、説明する「人権デュー・ディリジェンス」の実践が
求められている。

✓　 企業が人権に及ぼす影響には、負の影響を直接引き起こす①Cause（起因）、負の影響を誘発する
②Contribute（助長）、事業活動によって結びついている③Directly Linked（関係）の3種類があ
り、人権への負の影響との関係性を踏まえ、影響力を行使していくことが期待される。

✓　 救済へのアクセスは、人権侵害の被害者が適切に救済されるよう、必要な手段を整備するよう政府
と企業、社会全体に対して求めるものである。

（2）ビジネスと人権をめぐる潮流
✓　 ビジネスと人権に関する範囲の広がり：近年、従来から人権の範囲としてイメージされてきたハラ

スメントや差別、強制労働や児童労働といった問題にとどまらず、AIを始めとする新しいテクノロ
ジーによる人権問題、さらには環境・気候変動に関する人権問題まで、対象となる範囲が広がって
いる。

✓　 コロナ禍による格差拡大：新型コロナウイルス感染症の蔓延は、特に女性や子ども、障がい者、貧



$ 4 3

23No.115 企業活力 2022 夏季号

困層といった社会的に脆弱な立場にある人々に深刻な影響を及ぼしている。同時期に米国で発生し
たBlack Lives Matter運動などの広がりとともに、人権や社会正義に取り組むことが、社会をより
レジリエントにすることにつながるという認識が、企業や投資家にも広がり始めている。

✓　 新しい技術の進展と人権：AIを始めとする新しいテクノロジーの開発と社会実装の加速と共に、規
制に関する本格的な議論が進んでいる。特に説明責任の不足（アカウンタビリティ・ギャップ）が
生じていることが課題として指摘されている。企業はAIなどによる人権侵害の可能性を十分に考慮
し、説明責任を果たしていくと共に、提供する側と使用する側の双方が主体的にルール形成に参画
していくことが望まれる。

✓　 地政学リスクと人権：国家が人権問題を誘発することで企業が人権に負の影響を及ぼす（加担す
る）リスクが高まる状況が生まれている。企業は人権デュー・ディリジェンスを徹底し、特定した
影響の是正に取り組む必要がある。それが十分にできない状況においては、対応の結果に係る信頼
できる評価を考慮した上で、事業の休止または撤退を行うことも選択肢となる。また他社との協働
や、NGOや政府などのステークホルダーと対話し、連携して取り組み、透明性を持ってその過程
と結果を情報開示することが重要である。こうした事業に大きな影響を伴う意思決定は、担当者だ
けで判断することは極めて難しく、経営レベルでの判断が求められる。

第2章　法規制・裁判事例、ルール形成及び機関投資家の動向
（1）法規制・裁判事例の動向
✓　 ビジネスと人権に関する各国規制・ソフトローの日本企業に対する影響：海外政府は、規制の域外

適用、サプライチェーンなどの取引先管理規制、経済制裁・貿易制限措置、規制の緩和など様々な
手法により、自国のルールをその法域外の企業活動にも適用することを試みており、日本企業にも
影響が生じている。政府の法規制以外にも、様々なステークホルダーが関与して策定するルールが
存在し、それぞれ関連しながら、企業行動に影響を与える可能性がある。

✓　 ビジネスと人権に関する訴訟・判決、非司法的救済に関する動向：司法制度においては、自国の法
域外で生じた問題については裁判管轄を認めないことが一般的であったが、近年、諸外国では、当
該国にある親会社の海外子会社・取引先の事業における人権侵害に関して、親会社の責任を認める
ものが現れている。また、非司法的な救済メカニズムにおける責任の基準についても、海外の子会
社・サプライチェーンにおける人権侵害に関して、人権デュー・ディリジェンスが十分実施されて
いるかの観点から判断される傾向にある。

（2）EUの法規制に関する動向
✓　 2022年2月に企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案が公表された。この案では、一定規

模以上の企業は、自社と子会社に加えて、関係性の強い取引先に対しても人権デュー・ディリジェ
ンスが求められている。このため、サプライチェーンならびにバリューチェーンを介して、要請が
遡ってくる可能性がある。

✓　 EUでは、サステナブルファイナンスに関し、運用会社や機関投資家に対して最終投資家向けの情
報開示の枠組みを規定する指針であるSFDR（Sustainable Finance Disclosure Regulation）が、
本則につき2021年３月から適用され、今後、細則について適用される。これにより、投資先企業
の人権に対する取り組みの開示等も求められるようになる。また、企業に対して情報開示を要請す
る指針であるCSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive）も、2023年度から適用が
開始される予定となっている。

（3）機関投資家の動向
✓　 世界3,800以上の機関投資家が賛同署名している「責任投資原則（PRI）」の過去5年の年次総会で

は、気候変動と人権がフォーカステーマとして継続的に取り上げられている。
✓　 強制労働のリスクに対する企業の取り組みを評価する「Know the Chain」や、人権リスクの高
い業種に焦点をあてビジネスと人権の取り組みを総合的に評価する「Corporate Human Rights
Benchmark（CHRB）」など、NGOとの協働により設立されたベンチマークの枠組みがある。海
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外の機関投資家ではこうした評価結果を議決権行使の判断基準の1つとする動きがある。
✓　 日本の投資家よりも海外投資家の方が、S（社会）を重視する傾向は強い。GPIFの運用受託機関が

考える重要課題に関する調査では、パッシブ投資家では国内外問わず「気候変動」、「ダイバーシ
ティ」、「サプライチェーン」が上位に来ている。一方でアクティブ投資家では、国内機関では上
位をガバナンス課題が占めているが、海外機関では「気候変動」に「健康と安全」、「人権と地域
社会」が続いている。

第3章　企業のビジネスと人権に対する取り組みの現状
（1）日本企業のビジネスと人権への取り組みの概況
　経済産業省と外務省が2021年11月に東証一部・二部上場企業等を対象に行った調査（回答企業数
760社）と、当研究所で2018年度に同規模の企業を対象に実施した調査（同373社）を比較し、日本
企業のビジネスと人権に対する取り組みの現状について確認した。

✓ 「ビジネスと人権」の認知度：指導原則と人権デュー・ディリジェンスの認知度については、2018
年度調査と比較して共に上昇している。「ビジネスと人権」への関心の高まりを反映して、企業に
おける認知度は着実に高まっていると言える。

✓　 人権方針策定：人権方針を策定した企業は3年間で一定数増加している。2018年度調査では、
ESG投資の高まりを受け、調査実施前の過去2年程度の間に人権尊重の企業方針を改定した企業が
多数あったところ、この傾向は継続していると考えられる。

✓　 人権デュー・ディリジェンス実施状況：3年間で回答企業数の大幅な上昇が見られる。一方で人権
デュー・ディリジェンスの実施には様々な度合があるため、次回調査の際には、人権への負の影響
の評価から、予防・軽減、追跡評価、情報開示のどこまで取り組みが進んでいるかについて踏み込
んで実態を把握することが期待される。人権デュー・ディリジェンスを実施していない理由として
は、両調査結果で共通して、実施方法に対する理解の不足や人員・予算の確保などが挙がっている。

✓　 苦情処理メカニズムの設置状況：2021年度調査では約半数が被害者救済・問題是正のためのガイ
ドライン・手続を定めていると回答しているが、2018年度調査では、苦情処理メカニズムを利用
できる対象については、人権リスクがより発生しやすい調達先に対しての設置は約3割にとどまっ
ていた。次回調査時には、通報窓口の対象や運用状況について把握していくことも期待される。

✓　 情報開示の状況：2021年度調査では半数以上の企業が情報を開示していると回答しているが、そ
れらの対応の内容については不明である。2018年度調査では、顕著な人権課題やKPIに基づく進捗
状況の開示は1割以下であった。

✓　 企業からの要望等：2021年度調査では、ビジネスと人権に積極的に取り組んでいる企業群から、
国際的な制度調和・他国の制度に関する支援や、企業及び国民の意識向上などが挙がった。他方、
取り組んでいない企業群では、約半数が「具体的な取り組み方法が分からない」と回答しているほ
か、企業の人権デュー・ディリジェンス等に関する好事例の収集・頒布に対する要望も多く見られ
た。

（2）インタビュー調査・文献調査からの対応状況と参考事例
　本年度の調査研究では、日本企業10社のインタビュー調査と海外企業5社の文献調査を行った。

①方針策定・コミットメント（指導原則の原則16と関連）
✓　 調査対象企業各社の基本的な取り組みは、指導原則で要請されている基本的な要件に則り、社内経

営層・関連部門や社外の専門家との議論を経て、人権方針を策定し、公表することであった。
✓　 具体的には、社会のビジネスと人権に対する認識の広がりおよび自社の取り組み状況の進展を踏ま

え、方針の内容を更新すること、全体の企業方針の中で体系的・横断的に整理・統合すること、企
業理念や存在意義、価値観と人権の関係性を紐解いて整理すること、個別課題に対する方針を新た
に策定すること、社会情勢に応じてメッセージを発信することなど、様々な工夫が見られた。

✓　 人権リスクが顕在化した際の対応の拠り所となるのが人権方針であり、飾りとしての人権方針では



$ 4 3

25No.115 企業活力 2022 夏季号

実行につながらず、社内理解が進んでいかない。今後、人権侵害を予防・軽減するための責任を果
たすという点から、方針の運用と体制の構築を定期的に見直していくことが求められる。

②社内体制の構築・教育（指導原則の原則16と関連）
✓　 調査対象企業では、全てにおいて、人権方針の策定過程で担当役員と担当部門を設定し、全社横断

での取り組みと個別の課題ごとの取り組みの両軸での体制構築に取り組んでいた。前者の軸につい
てはCSR・サステナビリティ部門が横串を刺して関連部門が連携する推進体制を構築しているケー
スが多い。

✓　 人権方針の教育・浸透に際しては、人権そのものに対する理解の向上と、人権リスクが企業リスク
になる点を自分ごととして捉えられるかがポイントとして挙げられた。関連する規制が先行する海
外地域で日本よりも進んだ対応が求められている経験が、社内での推進力につながるという声も聞
かれた。

✓　 今後は、人権リスク低減に向けて体制の実効性を高めていくことが課題である。社内横断の体制と
個別課題の体制との連携、本社での判断とグローバル各拠点での意思決定との棲み分けと連携、取
り組み状況を定期的にフォローアップするためのロードマップや指標の設定、状況の変化を踏まえ
た体制の見直しといった要素が重要となる。

③人権への負の影響の情報収集と評価（指導原則の原則18と関連）
✓　 負の影響評価は、リスクがここにあると決めつけずに広い視野でバリューチェーン全体を見渡し、

業種業態に応じてリスクの観点からの優先順位を見極めて取り組むことが重要となる。
✓　 調査対象企業の多くがサプライチェーンを優先領域とし、1次取引先を対象にアンケート調査

（SAQ）を実施し、リスクが特に高いと判断した領域や対象には現地訪問を含む定期監査を実施
している事例が多く見られた。また、広範な多種多様の商品・サービスを取り扱う企業においては、
重大リスク要素を絞り込むことが現実的ではないところ、1次サプライヤーへの調査につき、限定
に行っているケースがあった。

✓　 一方2次以降の上流サプライヤーに対しては、特に重大なリスク要因が絞られる企業においては、
高リスクの2次取引先を限定して集中的な現状把握を行う例などが見られた。他方、多くの企業に
おいては、2次以降の上流サプライヤーに関する情報収集については、ほとんどの企業では着手さ
れていない状況であった。

✓　 また一方、販売先といったバリューチェーンの下流については、多くの企業で、まだ十分な対応が
進んでいないのが実態であるとみられる。

✓　 優先領域・地域の判断のための情報収集にあたっては、社内でのヒアリング、アンケート調査、一
般データや他社事例の収集、ライツホルダーとのエンゲージメントといった方法があり、評価にあ
たっては客観性を高めるために社外のデータベースを活用する例も多く見られた。

✓　 今後、リスクマネジメントの観点からも下流から上流に徐々に遡ってサプライチェーンの透明化に
取り組むと同時に、苦情処理メカニズムを整備し上流から通報が寄せられる体制を作っていくこと
が肝要であると考えられる。

④負の影響の予防・軽減の活動、追跡評価（指導原則の原則19、20と関連）
✓　 調査企業では、特定した負の影響に対して、影響の予防・軽減に取り組んでいる。取引先に対して

は多くの場合、SAQなどにより影響評価を行った結果、課題が見つかった企業に対して改善を要
求し対応状況をモニタリングしている状況であった。

✓　 特定された人権リスクの種類によってアプローチは異なっている。原材料に起因するリスクに対し
てはサプライチェーンの透明化と生産段階での地域の課題解決に向けたNGO等との協働の例が見
られた。また日本のカントリーリスクとして認識されている外国人労働者・技能実習生に対しては
当事者へのヒアリング等による課題の把握と対応といった例が見られた。

✓　 大企業には特に取引先での負の影響の予防・軽減に対して適切に影響力を行使することが期待され、
さらに近年その期待の範囲が原材料に対してまで広がっている状況がある。1社では解決できない
構造的な問題も多いところ、今後は構造的な課題解決に向けた協働での取り組みを進めていくこと
が求められる。
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⑤情報開示（指導原則の原則21と関連）
✓　 人権方針、社内の運用体制、人権デュー・ディリジェンスの実施、社内教育の事例、相談窓口の有

無についての開示は広く見られたが、運用状況の詳細を開示している企業は一部であった。
✓　 日本企業でも人権に特化した報告書を公表する例が出てきている。サプライヤーリストやサプライ

チェーンマップ、1次取引先の監査結果の詳細、苦情処理メカニズムへの申し立て内容と対応状況
について開示する事例も見られた。NGOからの問い合わせにはできるだけ真摯に対応し、必要に
応じて実態を確認する、社内に共有して情報収集に活かすという声も多く聞かれた。

✓　 今後、機関投資家に向けた開示という点からは、ESG評価対応のためのチェックボックス型の開示
と共に、人権デュー・ディリジェンスを実施した範囲、実施の手法、そこから得られた発見、そし
てそれへの対処と今後の改善など、PDCAをどのように回しているのかを開示していくことが重要
である。

⑥苦情処理メカニズムの整備（指導原則の原則22、29〜31と関連）
✓　 すべての対象企業で、自社従業員向けの通報窓口は設置済みであったが、国内外のグループ企業に

対して整備されている割合は少ない。通報しやすいよう、社内での告知に積極的に取り組む例や、
外国人労働者が使いやすいよう多言語対応アプリの導入に取り組む例も見られた。

✓　 一部の企業では、特定のサプライチェーンを対象にした窓口を設置している。一方でコスト、運用
上の負荷、効率性、そして申立者の利用しやすさの観点から、政府や事業者団体、NGOとの協働
による集団的な苦情処理メカニズムの整備が重要であり、近年、海外だけでなく日本国内において
もそうした制度の整備が進みつつある。

✓　 人権デュー・ディリジェンスの一環として申立ての傾向やパターンをモニタリングし分析すること
により、人権に負の影響を及ぼす可能性を特定し、予防または早期に是正し、PDCAを回すことが
本来重要である。今後は、その対応により、より広範な利用者が、より簡易に利用できるよう改善
していくことが求められる。

第4章　評価と提言：日本企業のビジネスと人権の取り組みを成熟させていくために
（1）ビジネスと人権に取り組む「成熟度」の評価についてのフレームワーク
✓　 ビジネスが人権に負の影響を及ぼす可能性は、ゼロにはならないが、取り組みの成熟度を高めるこ

とで、及ぼす負の影響の深刻度と発生可能性を低減することができ、また、企業の価値創造につな
がる道筋が見えてくる。

✓　 ただしその実現のための道筋は一様ではなく、一律にここまでやれば十分というラインを具体的に
提示することは難しい。具体的に取り組みを進める上では、業種や規模、事業特性に応じて、自社
が人権に及ぼすリスクを評価し、優先度の高いところから取り組んでいくことが重要となる。また
ステークホルダーとの対話・エンゲージメントを通じて、当事者や社会のニーズと取り組みの進捗
を確認していくことが欠かせない。

　企業がビジネスと人権の取り組みにおける自社の現在地を把握し、今後の方向性を検討する際の指針
として、取り組みの成熟度を踏まえた3つのレベルでの整理を本研究会では提案する。
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ビジネスと人権の取り組みの成熟度の3つのレベル

1）レベル1
✓　 中小企業を含むあらゆる企業が速やかに取り組むことが求められるレベルである。具体的な企業へ

の要請は、地域の法規制が第一であるが、直接現地で操業していなくても取引先企業からの要請を
通じて顕在化することとなる。幅広いEU規制の対象となるグローバル企業が自社の取引先にいる
場合は、より高い緊急度と水準での対応が求められる。

✓　 目指すところは、国際的に求められるビジネスと人権の内容を理解し、指導原則が求める人権方針
の策定、人権デュー・ディリジェンスの実践、苦情処理メカニズムの整備に取り組み、PDCAを回
す体制を構築した状態である。

✓　 取り組みの推進に際しては、経営者がビジネスと人権の重要性を認識することがあらゆる取り組み
の大前提となる。

2）レベル2
✓　 国内上場企業であれば早晩到達することが期待されるレベルである。取り組みの水準としては、

EUを中心に進むルール形成への対応が進み、さらに業種や業態により異なるリスクへのさらなる
対応が行われている状況になることが期待される。

✓　 目指すところは、ビジネスと人権の取り組みを継続し、進化させ、経営や事業活動に組み込んでい
る状態である。人権デュー・ディリジェンスのサイクルを回していく中で、レピュテーションの向
上や従業員のモチベーション向上といった効果も期待できる状況になる。

✓　 推進にあたっては、国際規範と各国の法令とのギャップを越えていくために、自社が定めた方針を
グローバル全体での基準として適用し、それを実現するための体制を構築していくことが何より重
要となる。

レベル１ レベル２ レベル３

●コンプライアンス→国際規範
の尊重
●基盤整備

●経営・事業への統合
●強靭性・実効性のある人権
デュー・ディリジェンス（DD）

●構造的な課題解決に向けた
インパクトの発揮

●人的資本の強化、企業の
レジリエンス向上

Do No Harm（害を及ぼさない） Problem Solving（課題解決の一部に）

方針策定・
コミットメ
ント

・人権方針の策定 ・方針体系の整理・統合
・個別課題の方針策定

・社会の課題に対する企業使命
や価値観に基づく立場の表明
（ブランドアクティビズム）

社内体制の
構築・教育

・担当役員、担当部門の任命
・全役職員への研修
・社内横断体制の構築
・社内外のライツホルダーからの
情報収集

・ロードマップ、KPIの策定
・経営会議での定期レビュー
・1次取引先への啓発
・社内外のライツホルダーとの
エンゲージメント

・社外も含む協業体制の構築
・サプライチェーンとの協働に
よる能力強化（キャパシティ
ビルディング）

負の影響の
情報収集と
評価

・人権重要課題の特定
・高リスク領域の調査
・1次取引先へのSAQ調査

・リスク評価の定期見直し
・高リスク1次取引先の監査
・2次取引先より上流の調査
・顧客の調査

・構造的な課題に関する調査
・環境面も含む包括的な調査

負の影響の
予防・軽減、
追跡調査

・規定・手続きの見直し
・教育

・取り組み成果の追跡評価
・サプライチェーンの透明化
・NGOとの協働プログラム実施

・構造的な課題解決に向けたコ
レクティブアクション主導

・サプライチェーン上の企業に
対する影響力の活用

情報開示 ・定性開示 ・定量開示
・特定リスクと改善事例の開示
・苦情処理メカニズムの状況開示
・関連情報（統合報告やガバナン
スコード等）における統合的開示

・構造的な課題解決に対する取
り組みの進捗状況の報告

苦情処理メ
カニズムの
整備

・社内向け通報窓口の整備
・顧客向け通報窓口の整備
・負の影響を被った当事者の救済

・取引先向け通報窓口の整備
・利用拡大に向けた働きかけ

・集団的通報窓口の主導
・通報内容を踏まえた負の影響
の予防・軽減策の実施
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3）レベル3
✓　 市場をリードするグローバル企業が到達することが期待されるレベルである。既に欧米の先進的な

グローバル企業は、人権を起点に新しい市場の開拓やビジネスを行う上でのルール、価値創造につ
ながる仕組みの構築に戦略的に取り組んでおり、世界市場をリードする日本企業にもこのレベルに
取り組んでいくことが望まれる。

✓　 自社のみで対応可能な範囲は徐々に縮小し、残存する人権リスクは構造的な要因による部分が大き
くなり、多様なステークホルダーとの協働によるコレクティブアクションが重要となってくる。

✓　 目指すところは、1次取引先、2次取引先、さらには原材料までサプライチェーンを遡った人権
デュー・ディリジェンスと集団的な苦情処理メカニズムの構築が進められ、またライツホルダーと
の対話を通じて取り組み、インパクトを把握していく体制が整備される状況である。

✓　 推進に際しては、企業経営を長期の時間軸で考え、業界全体やその他のステークホルダーを巻き込
んだ取り組みを進めていくことが重要である。

（2）提言
✓　 先行地域で進むルール形成の影響はサプライチェーンを介して日本企業にも着実に広がっており、

国内でもルール形成に向けた検討の動きもみられる。サプライチェーンの人権リスクを低減するた
めには、サプライチェーンに連なる企業全体で人権リスクが低減されていく必要がある。

✓　 ビジネスと人権については、欧州を主要な発信源として、世界的に新たな動きが着実に進展してき
ている状況があることを、特にグローバルに展開している企業は十分にフォローする必要がある。
こうした法規制や国際的な基準に対応し、成熟度を高めるためには、相当の時間を要する可能性が
あり、企業は可能な限り早急に、検討・対応を進める必要がある。

1）あらゆる企業への提言：経営者が経営マターとしてビジネスと人権の重要性を認識することを出発
点に、あらゆる企業が速やかにビジネスと人権への取り組みに着手し、日本企業・日本社会全体と
して成熟度に基づく実践施策を策定し、PDCAを回していくこと

✓　人権デュー・ディリジェンスは継続的なサイクルとして事業活動に統合していくことが必要であり、
一朝一夕でできるものではない。またサプライチェーンを構成する企業は規模を問わずビジネスと
人権に関する取り組みが求められる。経営者は経営マターとしてビジネスと人権の重要性を認識し、
あらゆる日本企業が速やかにビジネスと人権に着手し、日本企業・日本社会全体として取り組みの
成熟度を高めていくことが必要となる。

2）グローバルで事業を展開する企業等への提言：グローバルで事業を展開する企業、グローバルなサ
プライチェーンやインベストメントチェーンに連なる企業は、ビジネスと人権の取り組みを加速し
て成熟度を高め、早急に経営・事業への統合を進めること

✓　ビジネスと人権に関する規制の対象となるグローバル企業や機関投資家からの要請に対応すること
が求められる企業においては、ビジネスと人権の取り組みの成熟度のレベル1への対応を早急に整
備し、さらにレベル2に相当する内容へと成熟度を高めていくことが、強く期待される。

✓　緊急性の高い人権デュー・ディリジェンスが求められ、事業の中止や撤退も選択肢に含む経営レベ
ルでの判断が必要な状況が既に起きている。そうした事態に備え、将来取り残されないためにも、
今から先行して備えを進めておくことは有用である。

3）グローバルで市場をリードする大企業への提言：グローバルで市場をリードする大企業は、構造的
な課題解決に向けてインパクトを形成していくこと

✓　グローバルで市場をリードする大企業は、人権リスクを一層低減するという点に加え、先手を打っ
てビジネスのプレイフィールドを変えて価値創造につなげる戦略的な動きとして、構造的な問題に
主体的に向き合い、課題解決への貢献を通じて社会に対してインパクトを発揮していくことが求め
られる。

✓　そのためにはNGOや政府機関、事業者団体といった外部のステークホルダーとの協働が不可欠であ
り、特にサプライチェーンに対する負の影響の予防・軽減や集団的な苦情処理メカニズムの構築に
向け、コレクティブアクションの推進において中心的な役割を果たしていくことが期待される。
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4）事業者団体への提言：事業者団体においては、関連企業の取り組みの標準化と構造的な問題の解決
に取り組むこと

✓　事業者団体においては、業界としての標準化の動き、業界特有の課題や構造を踏まえたツール開発
や啓発、また、構造的な問題に対して取り組んでいくためのコレクティブアクションの推進や、集
団的な苦情処理メカニズムを整備していくことが期待される。

5）日本政府への提言：日本政府は、政府自身としての取り組みと、日本企業全体の取り組みの成熟度
が高まるための取り組みを、強力に推進していくこと

✓　国際的な制度調和・他国の制度に関する支援や、企業及び国民の意識向上に対する企業の期待も高
い。日本政府には、公表されている「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）」で示された
施策を着実に推進すると共に、一層取り組みを加速していくことが期待される。

✓　具体的には、社会全体の理解促進と意識向上の推進施策、企業の効果的・効率的な取り組みを支え
る仕組み・インフラの整備、政府による人権尊重のルール整備の3点が挙げられる。

2021年度CSR研究会調査研究報告書や2022年7月5日（火）に開催しましたウェビナーの講演
資料の一部は弊所ホームページにて公開しておりますので宜しければご活用ください。
以下のURLよりご確認いただけます。
https://www.bpfj.jp/report/csr_r03/

【CSR研究会　担当研究員より】

日本においては、グローバル企業を中心として人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンス
を実施する企業が増加傾向となっています。しかしながら「ビジネスと人権」の問題は、グルー
プ内従業員はもちろんのことサプライチェーン・消費者・地域社会など様々な場面で発生し得る
リスクがあり、負の影響の防止・軽減、苦情処理メカニズム、情報開示等に苦慮されている企業
の皆様がまだかなり多いと本調査を通して実感致しました。
本調査研究報告書においては、国連ビジネスと人権に関する指導原則が採択されてから10年

強を経た現在の潮流、法規制・裁判事例やルール形成・投資家の動向、またインタビューや文献
調査から抽出した国内外企業の取り組み事例を分析しております。評価と提言については、「ビ
ジネスと人権」の取り組みの成熟度を踏まえた3つのレベルでの整理を本研究会にて試みており
ます。取り組みの度合いについては企業や事業者団体等の状況によって濃淡があるかと思います
が、本調査研究報告書が少しでも企業やステークホルダーの皆様にとって「ビジネスと人権」へ
の対応を更に前に進めるきっかけになりますと幸いです。そしてその結果として、ライツホル
ダーの人権侵害の軽減に繋がっていくよう、弊所も普及啓発に努めてまいりたいと考えておりま
す。
本調査研究報告書作成にあたりまして、CSR研究会の座長であります一橋大学・加賀谷哲之

教授、研究会委員・オブザーバーの皆様、ビジネスと人権に関する訴訟・判決等をご執筆いただ
いた高橋大祐様・Raquel Nahmad Vazquez様、研究会でのご講演やインタビューにご対応いた
だいた皆様、共同事務局をご担当いただいたロイド・レジスタージャパン㈱の皆様に多大なるご
尽力をいただきましたこと、この場をお借りしまして深く感謝申し上げます。

（主任研究員　小西　広晃）
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ものづくり競争力研究会では、DX の重要性がかつてないほどに高まっており、各企業も様々にチャレンジして
いるのにも関わらず、DX に向けた取り組みが上手く進められないのはなぜなのだろうかという問題意識のもと、「製
造業の DX を阻む壁の乗り越え方」をテーマに調査研究を進めております。2021 年度は、2 年計画の 1 年目と
の位置づけで、まずは小川座長はじめ 10 名の委員の皆様や外部の有識者から本テーマに関するご意見を伺い、
そのうえで DX を阻む壁やその乗り越え方に関する論点整理を行いました。

本項では、2021 年度の研究会開催のご報告をするとともに、取りまとめた論点整理のポイントについてご紹
介いたします

ものづくり
ものづくり競争力研究会

2021年度（令和3年度）
製造業のDXを阻む壁の乗り越え方に

関する調査研究

小川座長 研究会の様子

委員名簿
座長
小川　紘一  東京大学 未来ビジョン研究センター 客員研究員 
  
委員 
 池田　拓史  AWSジャパン（株） プロフェッショナルサービス本部 

 データアナリティクスコンサルタント 
 市川　芳明   多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員教授 
 尾木　蔵人  三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株） コンサルティング事業本部
   国際業務推進本部 国際アドバイザリー事業部 副部長 
 白坂　成功  慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 
 高梨千賀子   東洋大学 経営学部 経営学科 教授 
 立本　博文   筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 教授 
 中村　公弘  東芝デジタルソリューションズ（株） IoT技師長 
 西岡　靖之  法政大学 デザイン工学部 システムデザイン学科 教授 
 三神万里子  ジャーナリスト  
  

オブザーバー
 伊奈　友子  経済産業省 製造産業局  製造産業戦略企画室長（併）ものづくり政策審議室長
 松高　大喜  経済産業省 製造産業局 製造産業戦略企画室 ものづくり政策審議室 課長補佐
 福水　雄己  経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 係長
 簗瀬　創一  経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 調査員

事務局  
（一財）企業活力研究所  
三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）  

（企業名・団体名・役職名は当時、氏名50音順、敬称略）
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Ⅰ．調査研究の趣旨

Ⅱ．調査研究の手法

デジタル時代が到来し、DXの重要性が広く認識されるようになってからすでに数年以上が経過して
います。デジタル技術を活用した企業変革の必要性がますます高まっているなかで、今や「DX（デジ
タル・トランスフォーメーション）」という言葉はすっかり定着しました。現在では、どの業界でも最
重要の経営課題の1つとしてDXを挙げるようになっています。
さらに、2019年末以降、世界各地で猛威を振るい続けているCOVID-19のパンデミックは、企業に

非対面・非接触の事業活動を半ば強制しており、結果として、事業活動における価値創出の中心がサイ
バー空間に移行する動きをますます加速させています。今やDXは全ての企業が早急に取り組まなけれ
ばならない最重要の経営課題となっています。
しかし、本質的な意味でDXを実現できている企業はまだ決して多くありません。それどころか、IT

化やデジタル化といった段階から「壁」にぶつかっている企業のほうが多く散見される状況です。特に
製造業の場合は、成功事例が少ないうえに、「こうすればDXを実現できる」という確立された手法も
ないため、その傾向がより顕著であるように感じられます。
こうした認識のもと、（1）製造業のDX推進を阻んでいる壁を論点整理したうえで、（2）その課題

解決の方策を検討することとしました。

本調査研究は2年計画で実施することとし、まず1年目（2021年度）は、以下の手法で調査研究を進
めました。

（ア） DX推進を阻んでいる壁に関する座長・委員からのプレゼンテーション
（イ） DX推進を阻んでいる壁に関する外部有識者・企業へのヒアリング
（ウ）（ア）（イ）を踏まえて課題を再整理し、課題解決の方策の試案を提示（＝論点整理）

２年目（2022年度）は、１年目の論点整理を踏まえて、DXで成果を上げている中堅以上の製造業の
ケーススタディに重点を置いて調査研究を進めることにしております。
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Ⅲ．開催状況

第1回　2021年9月21日（火）　15:00～17:00

①  今年度調査研究の概要・方針の説明
②   座長による発表と議論
  東京大学 未来ビジョン研究センター 客員研究員 小川紘一氏
 「製造業のDXに向けた問題提起―製造業のDXを阻む壁を乗り越えるために―」

第2回　2021年10月29日（金）　15:00～17:00

①  有識者委員による発表と議論
  ・多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員教授 市川芳明氏 
  ・東芝デジタルソリューションズ株式会社 IoT技師長 中村公弘氏

第3回　2021年11月12日（金）　15:00～17:00

①  有識者委員による発表と議論
  ・東洋大学 経営学部 経営学科 教授 高梨千賀子氏 
  ・ジャーナリスト 三神万里子氏

第4回　2021年12月13日（月）　15:00～17:30

①  有識者委員による発表と議論
  ・法政大学 デザイン工学部 システムデザイン学科 教授 西岡靖之氏 
  ・AWSジャパン株式会社 プロフェッショナルサービス本部 池田拓史氏 
  ・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 尾木蔵人氏 

第5回　2022年1月20日（木）　15:00～17:00

①  有識者委員による発表と議論
  ・慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 白坂成功氏
②  今年度論点整理案の提示および審議

第6回　2022年2月21日（月）　15:00～17:00

①  ゲスト講演者による発表と議論
  ・株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役 八子知礼氏
②  今年度論点整理案の提示および審議

第7回　2022年3月15日（火）　15:00～17:00

①  今年度論点整理の取りまとめ

（企業・団体名、役職名は当時）
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Ⅳ．論点整理のポイント

1. DXに取り組むうえで前提となる議論
■DXは、製造業の企業成長に向けて高い潜在可能性を有する。
■しかし、我が国製造業の経営層、マネジメント層、現場担当者の多くが、外部環境で進む経済・
社会システムの大転換を把握しきれておらず、認知のバイアスが生じている。

2. DXを阻む壁とDX戦略
■DXを阻む壁を乗り越えて成果を得るためには、データを活用可能な形に調整することや、企業内
や企業間の組織・体制の整備、DXを外部から支える仕組みづくりといった取り組みが必要になる。

■DXを阻む壁の具体的な内容はDX戦略（①社内やサプライチェーンとの関係を変革するDX、②エ
ンドユーザーも含む顧客との関係を変革するDX）ごとに異なるため、各戦略に合わせた対応が必
要になる。

ே内に։るႡཐのイחス

（श・౩いみ）
૪అ・社वスؕの་হ

• ଵにցる໔的なਙႷ・ཐಡのሟ
֊֔

• 高ဗに๔化֔れた分業組織ၾで
のզす֚է׃զנイױンէのျ

• でነ॰なዂআ分༶のցؔ؞؉
る既存のサプ؞イチלーン

• ྙႩ໗いている႘૪అのզ࿃ࡔ
࿊էַのষれࡊ

• DXַの組־がཛれてׁ事が
す֏にな֎なるで֮ない֧いօ

৵ሰ的໐

• ၍業ೂな֨の၌きをଣながら໑
ᇖ־をևてDXを進めれ֯ኴ༎な

いだօ֧いօࣧᇖֲ意ಡ

• ଣえなかったことがଣえてくる
ӡ፯Ӣೂၾでᇠyに理֔れていたデータをျ֖てೂでզଣևる化է

• 企業ではでないことが可能になるࡴ部やࡴ
ӡ፯Ӣメーנー֧サプ؞イؙーがᎌૢ֖てサプ؞イチלーン体を化

• にౄइするዻyな企業の成ؕスר効果が။、エפーؤ
ྙが້֔れる
ӡ፯Ӣᄇをಛ၌でؓチン֚֔ץるプ؞ト؊מーؕをஓཝ

• DXのኬ的をզ୲ጴต୶එէ׃զಛ၌化էな֧֨ੵ֎理श
• DX֧デジタؠ化ӡ既存業ኃのデジタַؠのམきহևӢの၍
• DXをզ企業間ᎌૢէ֧セトでணևたՒզਰם׃ン؛ーー起էでணևた
でいない֧֒גするᄇ想にਸ

• ያ్をつれ֯Ւցる࿘ဗ༽ৼ的֊つ॰ಲにະဴのถऐがഞ֚る֮֙だ֧いօ
౩い־

DXに対する࿊的なጫश

৭ಡの࿃֔ զものづくりէのסءー

DXでデータをզ効果的էに֣な֏ことによりౌみഞ֔れるअཏ

DXで対ശすָਨગのड༎

１．DXに取り組むうえで提となるਢᎪ

◼ DXは、ล່業の企業成ྙに向てஸいఓ可能性をዛする

◼ しかし、पがேล່業の૪ࢪພ、ؓジؖンພ、ଵ༶ဴೄのくが、外部環境で進む૪అ・社वスؕの་হをႾ࠶

しれて։ら֙、Ⴁཐのイחスがภ֗ている

単にデータを֣な֏֟では成果は得られないため、効果的なデータ

の֣な֍ሑに֣いてഋᇀにଙ၀し、ጫशをෆめることが必要になる

Ⴁཐのイחスをࡴ໑ᅌֲにश൯しようとするとᄵᄗ応がこ

りうるため、ᄵᄗ応を上くषᅊするᆍが必要になる

• ਂ୭変၌ኴ༎がෆ化するな֊でՒנーؑンؚーラルַの対応をਿめ
る၌きがࣨೱをཨに਼४大

• ؆ンデؔ׃פಛఆ॔によ֢てサプライチェーンのซཉ؟スפがໃ大�
サプ؞イチלーンで起きたଚඹ॔ৄ׃੩ࣞに対するຐඅ؟スַפのଖႪ

２．DXを阻む壁とDX戦略

◼ DXを阻む壁を乗り越えて成果を得るためには、データを活用可能な形に調整することや、企業内や企業間の組織・体

制の整備、DXを外部から支える仕組みづくりといった取り組みが必要になる

◼ DXを阻む壁の具体的な内容はDX戦略（①社内やサプライチェーンとの関係を変革するDX、②エンドユー

ザーも含む顧客との関係を変革するDX）ごとに異なるため、各戦略に合わせた対応が必要になる

１．データ活用の壁

1-1．
データを物理的・意味的につなげる
プロセスを進められない

1-2．
つないだデータを活用するイメージ
を想起できない

2a．企業内の組織・体制の壁

2a-1．
DXに対するモチベーションが高ま
らない

2a-2．
既存の企業組織が変化に対応でき
ていない

２ｂ．企業間の体制の壁

2b-1．
既存の企業間関係が変化に対応で
きていない

３．外部環境の壁

3-1．
事業者団体を通じたサポートが十分
でない

3-2．
IT産業によるサポートが十分でない

3-3．
大学・研究機関によるサポートが十
分でない

それぞれのDX戦略は単独でも成立しうるが、①と②を同時並行で進めたり、

①から②のように段階的に進めたりすることも考えられる

DX戦略① 社内やサプライチェーンとの関係を変革するDX （業務プロセスの信頼性・効率性の向上）

DX戦略② エンドユーザーも含む顧客との関係を変革するDX （新たなデジタルサービス提供による収益増）
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3. 企業による打開の方向性
■製造業のDXには確立された手法があるわけではないため、企業としては以下の2つのプロセスを
試行錯誤しながら長期的な視点で進めることが重要になる

企業内や企業間の組織・体制の壁を乗り越えるために必要なプロセス

データ活用の壁を乗り越えるために必要なプロセス

３．企業による्のሑ向性

◼ ล່業のDXには॰立֔れたሓがցるわではないため、企業としてはऀࡒの2֣のプロセスをಀ行బしな

がらྙৼ的な౽で進めることがഓ要になる

企業間のಀ行బ

データを֣な֏ऀമ備

をする
１

• ೂၾで起きている事ඉӡ機৯のघ။
ඡੳ׃の၌きな֨Ӣをデータ化֖

てၜする組־をஓཝする֧֒

• ೂၾの機৯Ւシスؕがୗいに通ම
できる組־ӡIoT化Ӣをஓཝする֒

֧

• データをつないだᆪ׃企業が։ୗ
いにWin-Win֧なるよօなؠーؠ

関係をஓཝする֧֒׃

データをᆾጫ的に֣な֏２ データをታ的に֣な֏３
শ的エרスؕを

ஓཝする
㕴

企業内のಀ行బ１

• ಠのデータを変হ׃ーרなるࡣ
֖Ւະୗࢥ用できる組־をஓཝす

る֧֒

ኴ༎ᄇଣ ኴ༎ዛ ड༎็࿊・शଂ

• ؆ーー企業׃顧客企業をবき־ながらWin-Winのרםシスؕを
ຕする֧֒

２

ኴ༎ᄇଣ ኴ༎ዛ ड༎็࿊・शଂ

• ྙৼ的な౽のׁ֧Ւ૪ࢪೄ（CIO・CDOを含む）、ಈ業部、IT部が֖ながらಀ行బ׃組織ॺӡኴ༎ᄇଣÇኴ༎ዛÇड༎็࿊・शଂサイؠפ

のᄗᆲӢを進めՒශたな仕組み（חーפעチؘ）をஓཝする֧֒

• 既存事業׃スーؠؐפー֧の؞ンスをᇱ֠ながらՒࡤ行ৼのؓジؖンを෮進する֧֒

データ活用と組織・体制に関する２֣のプロセスは、ະୗに

関ᎌし合いながら進むことがມ࿊֔れる

2021年度ものづくり競争力研究会の論点整理に係る資料は弊所ホームページにて公開しており
ますので宜しければご活用ください。
以下のURLよりご確認いただけます。
https://www.bpfj.jp/report/manufacturing_r03/
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【ものづくり競争力研究会　担当研究員より】

イギリスの児童文学作家ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』（『不思議の国のアリス』の
続編）の作中で、赤の女王という登場人物が主人公であるアリスに向かって次のように語りかけ
る場面があります。

“Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place.”
（ここではだね、同じ場所にとどまるためには、もう必死で走らなきゃいけないのだよ。）
“If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!”
（どこかよそに行くつもりなら、せめてその倍の速さで走らないとね！）

この一連の台詞から着想を得て、進化生物学の分野では「赤の女王仮説」という専門用語があ
るそうです。この用語は「生物が種として生存競争を勝ち抜くためには、環境の変化や他種の進
化に応じて、自らも進化し続ける必要があること」の比喩として用いられており、たとえば、被
食者である草食動物が素早く逃げられるよう進化を遂げた場合、その捕食者である肉食動物も素
早く獲物を追えるよう進化しなければやがて絶滅してしまうといったケースの説明に使われてい
ます。
2022年度のものづくり競争力研究会では、2021年度の論点整理を踏まえ、先進的なDXの取

り組みを進める企業数社にインタビュー調査を実施していますが、この「赤の女王仮説」は非常
に示唆的であると考えています。というのも、インタビューを引き受けていただいたいずれの企
業からも、事業環境の変化に合わせて「企業変革（≒進化）」をし続けてきたというストーリー
を伺うことができたからです。インタビュー調査では、他社との生存競争だけでなく、他社との
“共存共栄”を可能にするような「企業変革」についてもご紹介いただいたため、「赤の女王仮
説」だけで全てを説明することはできないのですが、重要な視点の1つとして分析に活用してい
きたいと考えています。
なお、最後になりますが、ご多忙にもかかわらず、昨年度の本研究会にお力添えいただいた小

川座長をはじめ、委員の皆様、経済産業省ものづくり政策審議室の皆様に対し、この場を借りて
心より感謝申し上げます。2年計画の2年目である今年度も、引き続きご指導ご鞭撻のほど、ど
うぞよろしくお願いいたします。

（主任研究員　福本　泰起）
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企業法制
企業法制委員会

ご出席者名簿
委員長 
大野　顕司  住友化学（株） 常務執行役員
  
経済産業省  
安藤　元太  経済産業政策局 産業組織課 課長
中村　　宏  経済産業政策局 産業組織課 課長補佐
山口　敦子  経済産業政策局 産業組織課 課長補佐
海野　将司  経済産業政策局 産業組織課 係長　
藤田　拓志  経済産業政策局 産業組織課 係長　
石塚　誠人  経済産業政策局 産業組織課 係長　
佐々木萌音  経済産業政策局 産業組織課 係員
  
委員  
志々目隆則  ENEOSホールディングス（株） 法務部長
田井中伸介  キヤノン（株） 執行役員 法務統括センター 所長
山下　淳二 （株）神戸製鋼所 法務部長
野間　豊史  SOMPOホールディングス（株） 法務・コンプライアンス部長
佐成　　実  東京ガス（株） 参与
山本　芳郎  東レ（株） 執行役員 法務・コンプライアンス部門長
東　智太郎  日産自動車（株） 法務室 日本事業グループ 担当部長
小畑　良晴 （一社）日本経済団体連合会 経済基盤本部 本部長
小椋　和朗  三菱重工業（株） 法務部長  

委員代理
国井　厚志  アステラス製薬（株） 法務部 部長　
武田　真一  四国電力（株） 総務部 株式・文書グループリーダー
久野　雄大  中部電力（株） 経営管理本部 法務グループ 副長
木村　達彦  東北電力（株） 総務部法務室（株式） 副長
石川　真生  日本製鉄（株） 法務部 国内法務室 コーポレート法務課 主査
山田　高裕 （株）日立製作所 法務本部 商事・法務グループ 部長代理
丹羽　正典  富士通（株） 関連事業本部 本部長 兼 法務・知財・内部統制推進本部 本部長代理
川勝　慶之  三井化学（株） 総務・法務部 法務グループ 商事法務チームリーダー
小坂　展生  三菱商事（株） 法務部 コーポレート法務チームリーダー

  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順　敬称略）

コーポレートガバナンスに関する
最近の動向について

2022 年 1 月 13 日（木）の企業法制委員会では、経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 安藤元太課長よ
り「コーポレートガバナンスに関する最近の動向」についてのご説明がありました。

大野顕司委員長（住友化学株式会社 常務執行役員）の司会により進められ、ご説明後、参加者を交えて活発
な意見交換が行われました。（オンラインにて開催）
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コーポレートガバナンスに関する最近の動向について

1. コーポレートガバナンスを巡る現状

崿嵑崌嵈ৃ੫にৌ峃峵崛嵤嵅嵔嵤崰崔崸崲嵛崡嵣崛嵤崱ၖઍ
 がবを৻する資ৌと峁てરଐな੫がૐ峨る、বにৄてもྟৡあ峟れる
市場となるプライム市場に峎いては、コード改訂において、一ৈいガバナンスを৯指すこ
ととされた。

取締役会
のৰਙન৳

ඨ৯ 改訂のઍ

� プライム市場上場会社において独立社外取締役を�分の�以上（ਏとઅ岲る場
়にはૌਯ）選任すべきことを੶

指名・報酬 � プライム市場上場会社においては、指名・報酬委員会のଡਛのૌਯを独立社外
取締役とすることをਉಋ৲

上場会社 � ੍ଦઙをથする上場会社に峎いて、プライム市場上場会社は独立社外取締役を
ૌਯ選任、峨たは્શ委員会の設置を੶

崝ス崮ナ崻嵒崮崋
� プライム市場上場会社においては、ਞにબる嵒ス崗及びઽஇਃ会がহણ
等にଖ岲る୶に峎いて分ෲを行峍た上で、7&)'峨たはそれと同等のੌ峩に੦峏
く৫ંのସとのౄৰをਤ峫ることをਉಋ৲

（出所）ス崩嵍嵗ード崟崫プ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの崽崑嵕ー崊崫プ会৮ �����年ڰ月６日 「コーポレートガバナンス・コードと資ੇと੫のৌਵガイドラインの改
訂に峎いて」岵らਛ
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�����
����� ����� ����� ����� ����������

��

���

���

���

���

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

市場第一部 -3;日経
���

出所：東証資料「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会の設置状況（����年�月�日）」

社外取締役の選任（東証一部）

 コーポレートガバナンス・コードが策定されて以降、社外取締役の選任は着実に進展。
 昨年６月の同コード改訂では、プライム市場上場会社は独立社外取締役を少なくとも
３分の１（その他の市場の上場会社においては２名）以上選任すべきであるとされた。
※令和元年改正会社法（令和�年�月�日施行）により、上場会社等は社外取締役を置くことが義務付けられた。

����
�����

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

��

���

���

���

���

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

市場第一部 -3;日経
���

�名以上の独立社外取締役を選任する
上場会社の比率推移

�分の�以上の独立社外取締役を選任する
上場会社の比率推移
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����
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�����
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�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

�ூ以上

�����以上�ூ

�����以上�����

���以上�����

���以上���

���

৸ਉಋৰ施 ৰ施���以上 ৰ施���

੫ૠெશの॥شএঞشॺफ़ংॼথ५؞॥شॻৰ૾ய
 ৎપのপきい੫は、コーポレートガバナンス・コードのਉಋのৰ施比率がৈく、
ৎપが�����以上の੫は、ૌਯが৸ਉಋをৰ施峁ている。

ৎપશの崛嵤嵅嵔嵤崰崔崸崲嵛崡嵣崛嵤崱実૾ய

（ି） ����年�月��日ৎਡの崯ー崧を੶ൗ
（出所）東証ଊ取ਬ所「東証上場会社 コーポレート・ガバナンスஜછ����」

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

日ম
৪ব
ପ

জ५ॡॸॖॡのপऌऔधROAधのঢ়બ
 日ম੫は৪੫と比ຎ峁て52$の及びఏု୷がともにいਯக。日ম੫
が৪੫に比峁て、日ম੫が嵕嵤嵒崡崗嵣嵕嵤嵒崧嵤嵛のষ峼取峍峐岮峵岽峒の
ਠ島峒峬અ岲峳島峵。

৪ব

ম

ପ

（ି）それ峈れ૯ກ：বの分ෲৌにおける52$のఏု୷（年২岾とに出）、ອກ：年২におけるবの分ෲৌの52$রఙக、を指す
⋇日ম：723,;���（東証�部上場੫ৎપ上ਜ਼���社）
⋈৪ব：6	3���（৪ব上場੫の、৸ਏரを৻する���社）
⋉ପ：%(���（ପ੫ৎપ上ਜ਼���社）

（出所）%ORRPEHUJを元に経ੋਓਛ（崯ー崧は����年�月��日ৎਡ）

日ম੫は৪੫と比ຎ
峁て嵕嵤嵒崡崗嵣嵕嵤嵒崧嵤嵛

52$の
ك嵒崧嵤嵛ق

52$のఏု୷
كپ嵒崡崗崮崌崗ق

৪に岴岻峵ফ২のఏု୷峒52$の分ഘق����ফ২ع����ফ২ك

※ ੫が選උ峁た嵒ス崗がপきくなれ峚、
੫岶実ষ峃峵হ岵峳の嵒崧嵤嵛の
峚峳峎岷岶প岷岹峔峵峒અ岲峳島峵た峫、
52$のఏု୷を੫の嵒ス崗崮イ崗の
৻৶ਯと峁ている。
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取締役ভのৰਙ௬दୖधऔोञඨ৯
 取締役会のৰਙ௬を行峍た੫では、রশな経ਅറにৌする৮ਂଌ
峮、取締役会のઈ（ス崙崠嵍ー嵓、資料、৮ਯ等）がୖと峁てੳされている。

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

���

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

রশな経ਅറにৌする৮
取締役会のઈ（ス崙崠嵍ー嵓、資料、৮ਯな峓）

社外取締役峢の崝ポート・ੲ報
取締役会の৮選定・৮ਯ

社শ・&(2峮取締役の指名・ಲੑ
役員にৌするトレー崳ン崘

取締役会のૠெ・ଡਛ（ਙ等）
૰ਪ・部ଁ・嵒ス崗ଵ৶৬

ઙ・資ੇとのঢ়બ
社শ・&(2峮取締役の報酬にৌする௬

指名委員会、報酬委員会、૰ਪ委員会等との৴
取締役会の৫ಈᄄ২・出ఆ率

ਹஇৼખ取ਬのଵ৶
その他

（出๕）経ੋਓによる東証一部・部上場੫にৌする崊ン崙ート৹ਪ（����年২৹ਪ）

取締役ভの実ਙ௬のટ岝ୖ岶ৄ峎岵峍峉ඨ৯ �ളਯ௦�

ଁਓੁ ଡୗ ৽ੋਓੁのৗਃກ

৯ ્定ਓ
の৳૧・ਛ

市場୭
のତ

৲するরশの社ভ嵣৽ੋୖのੰৠ
（「嵇崫崟嵏嵛ಂ」）

৶உು
「市場のଷ」
のช正

ညਓ৳૧

市場ਃચのଳ
「ਿのଷ」を

ೃ

ਂનৰਙ峢のৌૢ（ਿによるৃのୗ）
「ਿのਂನ」をೃ
（ਿ峬嵒崡崗峼岰「କੇবੇ」）
崗嵑崎崱嵣崌嵛（ড়資をళび峪ਿ資স）

ଃল রૠெ・র ৵ૠெ・・
ಢ পૠெ嵣শ嵣ੑ

以ৣの峲岰峔崊崿嵕嵤崩峑৽ੋਓੁのৗਃກ峼ਫ਼ୈ峁峐は峓岰岵
⋇ শ峑ง峃峣岷崜嵤嵓嵣崻崠嵏嵛峼નにਝ（ਊએ、����年、����年）

⋈ ਿが「嵇崫崟嵏ンಂ」でாੁৌૢ峃峣岷社ভ嵣৽ੋୖ峮分峼્。

崘嵒嵤嵛社ভ、崯崠崧嵓社ভ、৽ੋ৳嵣崘嵕嵤崸嵓社ভ、ෆၭ社ভ、೨嵣嵀嵓崡崙崊、嵔崠嵒崐嵛崡の
ৰਠを「嵇崫崟嵏ンಂ」で取りੌ峩、য౫、崡崧嵤崰崊崫崿嵣崌崶嵁嵤崟嵏嵛、੫、ষ崊崫崿崯嵤崰をそ
れらのৰਠの੦ೕと峁て取りੌ峪。

※਼ੀで「嵇崫崟嵏ンಂ」で取りੌ峪べきとされるのは崘嵒ーン峮ત୷（ෆၭ社会）であるが、ম峑は岝
崯崠崧嵓峮崘嵕嵤崸嵓৲は਼ੀにৌ峁峐ఢ島峒峔峍峐岮峵岽峒岶ਖであり、ா策ৌૢがਏ。

⋉ それ峈れの分で、বの取ੌ峮ব峔૾ய峼౷峨岲峐、ઌに実ਠ峃峣岷峔৯ఏ峼ਝする。

⋊ それらの৯ఏ岵峳崸崫崗崕嵋崡崰峁、ৗ峁岮ਿのঢ়ଖの峴্（：嵗崗崩ンଲୗの崯嵍崊嵓嵎ース）峮、
পૠெ嵣শ嵣ੑ峔੍ରの峴্もஅ峫、ড়の崊崗崟嵏嵛峼ତ৶する。

ৗਃກ部会第１資料

2. 産業構造審議会（経済産業政策新機軸部会）における検討
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॥شএঞشॺफ़ংॼথ५ऋ৯घुの
 ガバナンスਃચのਘ৲峮੫が市場とき়岰ことにより、৸峔੫ੇಖઋのม峔
峓峼ஂ峁峐岝ਢ峔ਛশ峒রশ峔੫கの上峒岮岰৯にᇽ岶峵ことが
ୄされている。

੫に岴岻峵崔崸崲嵛崡ਃચのਘ৲ ਃঢ়ৱੇに岴岻峵੫峒のৌਵ嵣
ৱਖ਼

৸峔੫ੇಖઋのม

রশのਛশ資
হポート崽崑嵒崒嵆崵崠嵉ント
崒ープンイ崶嵁ー崟嵏ン 等

・ిજな嵒ス崗崮イ崗
・ટなਔઓৠ定のできる&(2の選任 等

岧৯岨 ਢ峔ਛশ峒রশ峔੫கの上

ஹ峴の崔崸崲嵛崡

・コンプライ崊ンスのન৳
・嵒ス崗ଵ৶ 等

この経ଡ଼
に৯൵峨
りがକきて
いない岵

&*6ଢ଼会第１資料

॥شএঞشॺफ़ংॼথ५३५ॸ॑ीथ৮घॊ్ः

社外取締役峮指名・報酬委員会のোがਤ峪な峓、コーポレートガバナンスのலੌ峩はତ岲られてきٳ
ているが、実ସのౄ実は峚。嵆崗嵕峑ৄ峵峒岝রশ峔ਛশにৱ峃峵ৱはਂે分。

他্、崯崠崧嵓৲にൣい、્に崘嵕嵤崸嵓峔଼ଥの岬峵分峑は岝হ峼ဌசにૠெఁপ峑岷峵৽ٳ
ৡ岶ਏに。జਟ以上に、ဌசટ峔৽ਖ਼のਏਙ岶ੜ峁岝峇島岶峑岷峔岮੫岶崘嵕嵤
崸嵓଼ଥ岵峳取峴ଋ岿島峵૾யに。

੫ੇقこ岰峁たরで੫がਛশするた峫には、৽の崊嵛崰嵔崿嵔崲嵤崟崫崿峮崊崳嵆嵓崡崼嵒崫崰ٳ
ಖઋك岶৸峔峑ม岿島峵峉峫のலੌ峩峼峴上岼峐岮岹岽峒岶岝峲峴ਏに。

、これ峨でのガバナンス改は、取締役会をறとする૰ਃચのਘ৲がଳされてきたが、それにਸ岲ٳ
౷峩峽峊৽ਅറ峼য়੧峁岝ச峮岵に実ষ峃峵峉峫のষડのਃચのਘ৲峬ਏ峑は峔岮岵。

峨た、ਈপਁ৺ਯな૰ਃચのਘ৲があるங২ਛされた場়には、੫્ਙに峲峍峐ి峁峉崔ٳ
崸崲嵛崡の嵣峼અ岲峵岽峒岶ਏに峔峵の峑は峔岮岵。

⋇੫கをৈ峫る経ਅറをে峩出峁ৰ行するலੌ峩を峓岰ണく岵、
⋈્に崘嵕ーバ嵓଼ଥのরでਛশを৯指す੫のガバナンスを峓岰અ岲る岵、
とい峍た௴ਡ岵ら、コーポレートガバナンス崟ス崮ムにঢ়するୖをਫ਼ୈする。

&*6ଢ଼会第１資料

3. CGS研究会（第3期）における検討状況
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ষડのਃચਘ৲धऒो੍॑इॊஆয়ਙのৈः૰のலੌा
 行ડのਃચਘ৲とこれを੍岲る૰ਃચのਘ৲を、のと峁て推ਤするலੌ峩
をることで、পな嵒ス崗崮イ崗を峁峁ていくことがਏ。

ਔઓৠਃચ૰ਃચ

取締役ভ

指名委員会、報酬委員
会な峓

৩ভ

� શの務行ৠ定
の一部

� 経ಷの௬、指
名・報酬のৠ定等を
ৢ峂た行ડの૰

૰ਃચ

取締役会ડに設置される
ਅറ委員会、崝ス崮ナ崻嵒

崮崋委員会な峓
૰ਃચ

৽嵣ষਃચ

৽ಷ嵣ষડ

� 崹ー崹ス・崻崠嵏ン等峮経の੦ম্ଉ・経ਅറ
੧の策定

হ
行ડに設置されるਅറ
委員会、崝ス崮ナ崻嵒崮崋

委員会な峓

৩ভ嵣ڻۉಉ

ষਃચষਃચ

হ部

হ部・委員会峢のਥ移ඒ、ిજな&(2の選任・
&(2崩ームੌਛ、イン崣ン崮崋崾ਘ৲等により、

ষਃચ岶ਘ৲岿島峉৽ಷ

独立社外のੜ員、委員会のણ৷等によ
り、૰ਃચ岶ਘ৲岿島峉取締役ভ

⋇嵒ー崨ーのਔઓৠ定と
⃧なੌ௶ધ৲⋉独立ਙのৈい૰

⋈社のਥ移ඒ

⋊શの務
行ৠ定のਥ
移ඒ

� 崹嵤崹崡嵣崻崠嵏嵛ಉのরশ峔峴্のৠ
� ৽の੦ম্ଉ嵣৽ਅറのৠ
૰ਃચ嵣ਔઓৠਃચの岮峄島峼ટ峉峃上峑峬ਏپ

੧のં

� શの務行ৠ定の一部
� 経の੦ম্ଉに੦峏く行

取締役会のਃચを
ଓ・ਘ৲

&*6ଢ଼会
第２資料

�社

��社

��社

� � �� �� �� �� ��

取締役会ઉৣ

取締役会に報ઔ

その他（行ડ）

-3;���ৌ੫に岴岻峵
崝崡崮崲崻嵒崮崋৩ভのਝ઼૾ய

ੑ��社

崝崡崮崲崻嵒崮崋৩ভಉのரの৩ভのણ৷
 ஶ৪のপ੫では、崝ス崮ナ崻嵒崮崋峮ଃ務・資にঢ়する委員会な峓、指名・報酬以外
のர委員会がણ৷されている。

 日মでもこ岰峁た崮ー嵆શの委員会の設置のきがઁ峨り峎峎あるが、指名・報酬委員会
とは౮なるਙସのものともઅ岲られる。ম੫の崔崸崲嵛崡のலੌ峩のর峑岝岽岰峁峉
৩ভ峼峓岰ਜ਼઼હ岻ણ৷峁峐岮岹峣岷岵。

৪ஶ峑の名嵣ਾີ以外の৩ভのਝ઼૾ய

（ି）)76(���は��社、6	3���は��社をಟਯと峁てਯகを出
（出所）日ম়ଢ଼所

৪ব
؟���3	6ق
��社ك

ஶব
؟���)76(ق
��社ك

([HFXWLYH
（ਅറঢ়৴） ��社 �社
)LQDQFH
（ଃ務・৹ط資・0	$ঢ়৴） ��社 �社
6XVWDLQDELOLW\
（崝ス崮ナ、(6*、&65ঢ়৴） ��社 ��社
5LVN
（嵒ス崗嵆崵崠嵉ントঢ়৴） ��社 ��社
7HFKQRORJ\
（ૼ、イ崶嵁ー崟嵏ンঢ়৴） ��社 �社

※ 委員会が取締役会の໔ਖਃঢ়と峁てਜ਼置峏けられていることをす
（出所）日ম経ੋৗୂ社

※

&*6ଢ଼会第１資料
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企業法制
企業法制委員会

ご出席者名簿
委員長 
大野　顕司  住友化学（株） 常務執行役員
  
経済産業省  
安藤　元太  経済産業政策局 産業組織課 課長
杉原　光俊  経済産業政策局 競争環境整備室 室長　
栗原　涼介  経済産業政策局 課長補佐（次席）　
海野　将司  経済産業政策局 産業組織課 係長　
佐々木萌音  経済産業政策局 産業組織課 係員
  
委員  
野﨑　　郷  アステラス製薬（株） 法務部長　
田井中伸介  キヤノン（株） 執行役員 法務統括センター 所長
山下　淳二 （株）神戸製鋼所 法務部長
野間　豊史  SOMPOホールディングス（株） 法務・コンプライアンス部長
佐成　　実  東京ガス（株） 参与
山本　芳郎  東レ（株） 執行役員 法務・コンプライアンス部門長
東　智太郎  日産自動車（株） 法務室 日本事業グループ 担当部長
原田　　剛  日本製鉄（株） 執行役員 法務部長
小畑　良晴 （一社）日本経済団体連合会 経済基盤本部 本部長
佐々木英靖  パナソニック（株） コーポレート法務部 コーポレート法務部長
前田　光俊  三井化学（株） 総務・法務部 部長
小椋　和朗  三菱重工業（株） 法務部長
  

委員代理
清水　義久  ENEOSホールディングス（株） 法務部法務１グループマネージャー　
武田　真一  四国電力（株） 総務部 株式・文書グループリーダー
柴田　洋和  中部電力（株） 経営管理本部 法務グループ スタッフ副長
川原　慶士 （株）日立製作所 法務本部 部長代理
丹羽　正典  富士通（株） 関連事業本部 本部長 

 兼 法務・知財・内部統制推進本部 本部長代理
  
  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順　敬称略）

パートナーシップ構築宣言について
2022 年 3 月 17 日（木）の企業法制委員会では、一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 本部

長の小畑良晴委員より「パートナーシップ構築宣言」についてのご説明がありました。
大野顕司委員長（住友化学株式会社 常務執行役員）の司会により進められ、ご説明後、参加者を交えて活発

な意見交換が行われました。（オンラインにて開催）
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パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ 

令和4年2月21日　公正取引委員会

概要
令和３年12月27日，内閣官房，消費者庁，厚生労働省，経済産業省，国土交
通省及び公正取引委員会において，「パートナーシップによる価値創造のため
の転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられた。
中小企業等が労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁でき
るよう，毎年１月から３月までを「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定める
など，政府横断的な転嫁対策に取り組む。
公正取引委員会・中小企業庁は，事業所管省庁と緊密に連携を図り，下請事業
者から寄せられた情報も活用し，体制強化を行いつつ，執行強化の取組を進め
ていく。

①価格転嫁円滑化スキームの創設（公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁）
②独占禁止法の執行強化（公正取引委員会）
③下請法の執行強化（公正取引委員会・中小企業庁）

＜具体的な取組＞

１

①価格転嫁円滑化スキームの創設（公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁）

業種別の法遵守状況の点検を行う新たな仕組みの創設【関係省庁連絡会議
を内閣官房に設置するなど年度内に速やかに仕組みを創設し，６月までに報告書を
取りまとめ，その後，自主点検の要請や重点立入調査を実施】

�公正取引委員会・中小企業庁が事業所管省庁と連携を図り，①関係省庁
からの情報提供や要請を受けるとともに，②下請事業者が匿名で違反行
為を行っていると疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行
為情報提供フォーム」をHPに開設（1月26日開設済）し，広範囲に情報提
供を受け付ける

�年度末までに把握した情報に基づき，業種別状況等についての報告書を
取りまとめ

�法違反が多く認められる業種については，公正取引委員会・中小企業庁
と事業所管省庁が連名で，事業者団体に対して，傘下企業において法遵
守状況の自主点検を行うよう要請を実施

�これらの情報に基づき，重点立入業種として，毎年３業種を定めて立入
調査を実施

２
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£�zOa法のd行L化（公正取引委員会）

ĈWÛÓMのĎĊに係る事{調査を�ĐÛかつ�[Ûに行�ため，	ĈW
ÛÓMĎĊ事{DCAG?�C
を設置し，ö要な¸正Ã置を� てきた
が，新たに「�9��3 ��|�a�^�\e」を設�し，°kのćÐ
業種における関係事業者に対してjæÛな調査とú書É付を行い，ĈWÛ
ÓMのĎĊのăÂĀ�を7りRÆ図っていく�【２月��ê設置�】

ĔĄô，��Ēô，>FI@�BCEの°¬ùのÝZpóが疑われる事K
がð»していると~�まれる業種について，下請法のÜĊ対¯とならない
取引もfめて，新たに�zOa法sの�9��3の �に関��PJ�\
をf`�関係事業者に対し，立入調査の実施や，w体Ûな|î事�をĆ�
したú書をÉ付【関係省庁からの情報提供もåま�て年度内に業種Á定し，Č年度
速やかに調査`�】

Ï企業とス(ー,"*.との取引に関���\をf`�関係事業者に対し，
立入調査の実施やw体Ûな|î事�をĆ�したú書をÉ付【Č年度速やかに
調査`�】

	ĈWÛÓMのĎĊに関するèÀv�法°の��ý
の�定LČのUĊ実
½等も��にし，「�9��3の �に関���zOa法sのY
�」の
@正を検�する� ３

�後の検ä\Ð�

¤;請法のd行L化

ĔĄô，��Ēô，>FI@�BCEの°¬を取引Yaに反Vしない取引
が「��たた�」にB����� ���との�D化【1月26êÃ置�】
�公正取引委員会�

	÷áなしわi#に関する下請ÇÒÈ�
のフ1ー)#02（0120-060-110）
のWな�k���【実施中】�公正取引委員会�

ĔĄô，��Ēô，>FI@�BCE等のBCEの°¬ùの取引Ya1の反Vの
ö要¹について，Yaの�の±においてĆ�Ûにr議することなく，¥Čどお
りの取引Yaに·�置くこと
ĔĄô，��Ēô，>FI@�BCE等のBCEが°¬したため，下請事業者が
取引Yaの引°�をnめたにもかかわら"，YaÝZをしないďĉをú書やß�
H�Iなどで下請事業者に_ãすることなく，¥Čどおりの取引Yaに·�置く
こと

�

親事業者1の立入調査の{¶をÊやすなど，取�りをL化するとともに，
�ðĀ�が÷¤ùな事業者に対しては，取��会SIをRたs�@{報告
書の提mをnめる【年度内に速やかに`�】�公正取引委員会・中小企業庁�
違反行為を行っているおそれがsい事業者をÖ§し，Ĉ¿Ûに調査するた
め，]oのÃ置実½や関係省庁が提供する情報などをR�Ûに管ďできる
情報&ス+ムを新たにX�【¨õ中】�公正取引委員会�
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パートナーシップ構築宣言等に関する現状と今後の取組 

令和4年2月10日　経済産業省
崹ート崲ーシ崫プ構築宣言のະ຺・ਠ状

 パートナー崟ップଡണ്は、崝プラ崌崩崏ーン৸৬でのહਸ価க向上に向岻て、企業規模峮௺ഔを
௭岲たৗたな連携、取引先との共ோ共౭関係のଡണに取り組峪岽と、ましい取引ຯ行のᏍ守峮、
取引関係のిਫ化にா的に取り組峪岽とを、৽ので്し、公表してຘ岹峬の。

 崝プラ崌崩崏ーンのຘਡ嵣大企業に対しては、ిਫな下請取引にਸ岲、崒ープン崌崶嵁ー崟嵏ンに向岻た
企業連携、共通EDIقਗ਼ਭ発ି崟ステ嵈كଡണ等の崯崠タ嵓化支援、グリーン化に向岻たຍಞ
支援等がୄされると岽峷、実に、取引先のຍಞ化の崊崌崯崋崊の表彰峮、調達WEB崟ステ嵈
の無償供ଖ等の事峬出て岷ている。

প企業にୄされる取組
⋇新たな連携
崒ープン崌崶嵁ー崟嵏ンに向岻た企業間連携ڀ
௧য౫嵆ッ崩ングڀ
共通EDIଡണ等の崯崠タ嵓支援ڀ
グリーン化に向岻たຍಞ化支援ڀ 等

⋈下請取引に関する「振興基準」の遵守
ిજな価格決定、型管理のコスト負担、現সによる
支௸、ిਫなੴଃ取引、働岷方改にൣ岰し峹ఞ峅
をしない

宣言企業にお岻る取組例

•取引先が行岰生産工ஙのຍಞ化の崊崌崯崋崊
峮取組について、表彰を実施。
•ঽら調達WEB崟ステ嵈をଡണし、取引先企業峬
૨的な調達が૭ચとなるよ岰、崟ステ嵈を無償
で利用૭ચに。
•ਉ౫મ相場にૢ峂て価格を動さ峅るல組峩を
取りোれ、ిਫな価格決定を実施。

。事のถは、ઃᅚをසڀ

（参考）宣言企業の優良事例
パナソニック株式会社

各事業所にて下請法順守委員会を組
織し、社内で下請法教育を実施してい
る。調達担当社員は、当教育の受講
状況が人事評価に勘案される。

型管理などのコスト負担に係る取組

下請取引に係る取組

グリーン化の取組に係る支援

三機工業株式会社
(設備工事事業)

ナブテスコ株式会社
(輸送用機器等の製造)

• 鋳物メーカーに対しては、スクラップ相場
等公表されている指標の相場によって
価格が変動する契約を結んでおり、客
観性のあるコストの透明化および公
正・公明な仕組みとしている。

• 鋳物メーカー以外の取引先からの値上
げ要求については、ひとまず話は聞くよ
うにと本社統括部より通達が出ており、
実際多くの場合値上げに応じている。

現場、取引先等の負担軽減を目的として
独自の調達WEBシステムを構築してい
る。取引先に対して無償で利用可能とし
ており、約7割の取引先が利用している。
また、調達に関連する相談窓口を設置し
ている。

企業間の連携に係る取組

価格決定方法に係る取組

企業間の連携に係る取組

IT実装支援に係る取組

1.サプライチェーン全体の共存共栄と
規模・系列等を超えた新たな連携

取引先や関係企業から温室効果ガス削
減、循環型モノ作りに関してアイデアを集
めるECO-VC(Eco Value Creation)
活動を実施しており、優秀な提案につい
ては企業に対して表彰を行っている。

型は当社の買取りを原則とし、無償で
取引先に貸与している。
型の管理状況をシステムにより把握し、
非稼働の型の引き揚げ・廃棄のプロセス
を構築している。

2.「振興基準」の遵守

取引先の生産性向上を支援するため、
輸送用機器等の製造に関して技術支
援・指導、その他の相談等を行っており、
改善成果については現場改善発表会に
て共有している

2.「振興基準」の遵守

協力会社、取引先等の技術力向上の
目的から大規模な研修センターを設置し
ており、当社社員、協力会社、取引先
等に対して技術・安全の実技・体感研
修や資格取得のための研修等、様々な
教育を無償で提供している。

1.サプライチェーン全体の共存共栄と
規模・系列等を超えた新たな連携

1.サプライチェーン全体の共存共栄と
規模・系列等を超えた新たな連携
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崹ート崲ーシ崫プ構築宣言のୖと০の取組
 ്企業ਯは約6,000社。た峊し、大企業قৱ本সگ以上كの്ਯは、約500ڭق割
ங২ك。

 র৵企業による価格ૡႭのෟ化、崝プラ崌崩崏ーン৸৬のહਸ価க向上の௴ਡから、 取引先を
岹್岲る大企業において்ઁ岹്してຘ岹岽とがਏ。また、്内ઍを取引現場で実行してຘ
岹岽と峬ਏ。

 岽のため、്に関するੁ的崌ンセンテ崋ブのਫ਼ୈ峮、実性向上に向岻た調ਪを引岷ਢ岷行岰。

宣言企業のண請に対するଓஃসにお岻る؝ڮ
ਸਡ

コー嵅嵔ートガ崸崲ンスに関する؝ڭ
ガイ崱ライン峢のਜ਼઼હ岻

৽ੋ産業で実施しているଓஃসのਸਡೈ置ڀ
について、対೧ك事業ગଡണଓஃস等ق
をૂのଓஃসにఁ大をਫ਼ୈ。

コー嵅嵔ート嵣崔崸ナンス嵣崟ステ嵈に関する実ڀ
ਜଉにおいて、パートナー崟ップଡണ്が
ましい取組で岬る岽とંす。

調
ਪ
内
ઍ

⋇്内ઍのఢੴの状況
ー取引先৸৬に対する്内ઍのఢੴの状況、社
内の調達部に対するఢੴ嵣教育の実施状況 等

⋈取引ిਫ化のਡڱীに関する取組等について
ーௌਜા峮ਉ౫માの上ಊに関する価格ઐ௱協
৮の実施状況、価格ૡႭの達成状況
ー取引価格を上岼るのೃਡ、峇の工してい
る取組 等

⋉崝プラ崌崩崏ーン৸৬の共ோ共౭に向岻た取組
ーグリーン化قຍಞ化كに向岻た取引先峢の支
援状況
ー峇のの社会ୖに関する取組に向岻た取引先
峢の支援状況 等

宣言ઍの実効性上؝گ
്企業৸社にછએ調ਪقഥਮڰফڭা12كع

価格ઐ௱・ૡႭに関するਠ状 （価格ઐ௱യਤা（2021ফ9া）の実施結果）
 ௌਜા峮ਉ౫મા等の取引価格峢のిજなખをയすため、2021ফڵাを岣価格ઐ௱യਤা
間岤と設定。峇の成果について、র৵企業ڰਐ社峢崊ン崙ート嵣ୂ岷取り調ਪを実施。

 調ਪの果、価格協৮では1割ங২が、価格ૡႭでは2割ங২が、৸岹実現していない状況。
 業ரશにৄると、価格協৮ではਗ਼ਞ嵣ੲਾ通ਦ等において、ૡႭ状況ではসര等においてਤன。

57.1 34.4 4.14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
発注側企業に協議を申し込み、話し合いに応じてもらえた
発注側企業に協議を申し込まなかった
発注側企業に協議の申し込みを行ったが、応じてもらえなかった
発注側企業から協議を申し込まれた（協議に至らない一方的な通知は除く）

ିડ企業との価格ઐ௱の実施状況؝ڭ

1割ங২の事業においては、৸岹協৮がで岷ていない。

23.6 20.9 12.8 20.7 20.8 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
１０割 ７～９割程度 ４～６割程度 １～３割 ０割 マイナス

価格ૡႭを実ਠできたસ合؝ڮ

৸岹ૡႭで岷なかった事業がڮ割ங২ோ。

順ਜ਼ 価格ઐ௱の協৮状況 価格ૡႭの達成状況
1ਜ਼ ਗ਼ਞ嵣ੲਾ通ਦ機器 সര
2ਜ਼ ୫ષ製造 ଣ送コンテン崬
3ਜ਼ ૦設 化৾
4ਜ਼ সര ಞ౫
5ਜ਼ ੲਾ崝ー崻ス嵣ソ崽ト崎崏崊 嵣ਸ工
6ਜ਼ ૦౫嵣ક୧設備 ୫ષ製造
7ਜ਼ 通嵣৵ਲ਼ ੲਾ崝ー崻ス嵣ソ崽ト崎崏崊
8ਜ਼ 化৾ ྐ
9ਜ਼ 嵣ਸ工 ਗ਼ਞ嵣ੲਾ通ਦ機器
10ਜ਼ 機༊製造 ૦౫嵣ક୧設備
11ਜ਼ ྐ 通嵣৵ਲ਼
12ਜ਼ ಞ౫ 機༊製造
13ਜ਼ ঽ動嵣ঽ動部ષ ૦設
14ਜ਼ ଣ送コンテン崬 ঽ動嵣ঽ動部ષ
15ਜ਼ ഀླྀ ഀླྀ
16ਜ਼ トラックઈ送 トラックઈ送

業ரશの実施状況（スコア嵒ン崘の結果）؝گ
事業ੲਾの岰峋、ঽ行動ੑ/業ரશ崔崌崱ラ崌ンのੁ定業ர
16業ர�پ�についてૐੑした果は下੶の通り。

。企業શの順ਜ਼において上ਜ਼にਜ਼置するパートナー崟ップ്企業は、ઃᅚසܒ
ഥਮ3ফ9াৎਡで崔崌崱ラ崌ンがੁ定されていなかった岣産物嵣産ਸ工ષ岤、岣ു༢岤、⋈約൶ুについ⋇پ
ての峩ঽ行動ੑがੁ定されている岣স業岤、岣ૹ社岤は岹。なお、岣崊ニメー崟嵏ン岤は岣ଣ送コンテン崬岤
にஅ峪。また崝ンプ嵓ਯがい峄れ峬50以下の業ரقఫ૬ഌຬ、備、ઁઔكは岹。

価格にವ੭していないに峬かか峹ら
峄協৮をணしまなかった(4.6%)

価格にವ੭しているので、
協৮をணしまなかった(29.8%) n=18051

n=12801

(4.6)
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 今回の調査で評価対象となった企業（下請中小５社以上の回答があった企業）は257社。うちパートナー
シップ構築宣言企業は70社。パートナーシップ構築宣言企業の上位企業（9.00点以上）は以下
の通り。

価格ઐ௱া崽崑ローア崫プ調ਪで優良な結果峊った宣言企業

順ਜ਼ 企業 ਡਯ

1 ਦ௭化৾工業 9.71 
2 ূஞၯ 9.43 
3 ક௵化৾ 9.11 
4 ূ本ਗ਼ਦਗ਼ਵ 9.00 

注）ୗㄳ୰ᑠ企業のᅇ⟅が䠑♫௨ୖ㞟まった発注⪅側企業をⅬᩘしたもの䛷䛒䜚、ᮏㄪᰝ⤖ᯝにྵまれないものの、ඃⰋなୗㄳྲྀᘬにྲྀ䜚⤌䜐業⪅も䛒䜚ᚓ䜛䚹

cf.৸社ق ك6.86

崹ート崲ーシ崫プ構築宣言企業の上ਜ਼企業(9.00ਡਰ上)

ਡਡ

順ਜ਼ 企業 ਡਯ
1 ূ本ਗ਼ਦਗ਼ਵ 10.00 
1 য়崟ステ嵈崢 10.00 
1 ୕ਗ਼機 10.00 
4 崱コ嵊ۉۉۃ 9.62 
5 గি૦設 9.29 
5 ূ૦設 9.17 
7 ਨਲਗ਼力 9.17 
7 崌トー嵐ーカൡ 9.00 
7 ஞ૦設 9.00 
7 ક௵ਗ਼ਞ工業 9.00 
7 ఄਣ૦設 9.00 
7 ਆਗ਼機 9.00 

崹ート崲ーシ崫プ構築宣言企業の上ਜ਼企業(9.00ਡਰ上)

価格ૡႭの達ਛ状況 価格ઐ௱のੈ৮状況

cf.৸社ق ك7.59

下請G嵉ン崺ア嵒ン崘の結果に基峏くな事例

よい事例（ڭ）
9ারഽに「価格ઐ௱ਤাの要請を౷まえ、価格ઐ௱をൌする場合はઐ௱に応ずる」との連൪が岬り、ಲਢષのਉ౫મા上ಊীを協৮したس
果、約15٫のக上岼をੳ૭され、10াからి用される岽とになった。ق工機༊ك

9াଜに事業૿当から、取引価格について原౫મા・ௌਜાをஅめてৄઉしまし峱うと連൪があった。当社は৬的なসપはંさなかったが、০س
のக上岼でਈ൛সの上ಊীはజ業員ஔଖにખで岷た。ق৬製造装置ك

、ಲਢ取引のい崟ステ嵈৳守ા用について、岽岽ਯফのਈ൛স崊ップを୯い௯にக上ઐ௱を行い、ਭ岻োれて峬らった。ৗ規取引で岬る崟ステ嵈৫発ではس
ৄりにௌਜા等上ಊী、ல様ಌ୳定ীをખしており、峇のまま決定する岽とがቐど。قੲਾ崝ー崻ス嵣ソ崽ト崎崏崊ك

ਉ౫મ価格上ಊについての価格協৮を2021ফ8াから事業に要請・ઐ௱の結果、2021ফ9াに製ષ価格峢のૡႭがੳめられた。事業はس
化৾メーカーなので、関峹るਉ౫મの価格相場をཔしているため。ق化৾ك

ਖのある事例（ڮ）
كླྀഀق。価の無いઔの峩でಢವ発ିの業物が送られて岹るため、作業৫に指値でのିછがଞଙ化しているٻ
ك୫ષ製造ق。ਉ౫મの価格を大்上ಊした岽とにより、ಲਢષのக上岼ਏ請をしたが、଼合他社は要請して岽ないという৶でられたٻ
౫મ価のக上岼をਏ請したが、岣峇岰い岰ਏ請をして岹るのは౪社峊岻峊。岤と峹れ౯されている。க上岼の崐崻崯ンスをৄ峅て峬、「値上げしないのは法ٻ
ୀખになるのか。ୀખとなるଇਖ਼事例をって岽い」と言峹れた。قঽ動部ષك
كトラックઈ送嵣ಠಛق。合相ু峬多く、ਯফに10٫値上げしたਰఋは値上げ要請できる環にない。ೄఅの値上がりী峬ૡႭできていない଼ٻ
がৈྐྵした岰岲にਏされるସが向上する岽とで製造ৎكカーテンস等قਸੵ൛が、1980ফ৻から変ಌされていない。当ৎよりௌਜા峮ౢৱ౫ٻ
間峬かかるよ岰になっている。ྐقك
事業（ି૿当）がをଈ守し実ౚ価格をടさないため、コスト等が下請৻সにૡႭ出ਟない。ਭି案੯峬減ൊ向で、଼়との価格଼ଥٻ
がౕし岹なっている岽と峬ਏのつで岬る。قಞ౫ك
、の価格が、取引先からのৈいષସ要求や環にଦൟした౫મの৭等にৄ合ったਝがされていない。コスト上ಊীを上ଭ峅したৄりを提出しر੪ٻ
ઐ௱するがੳめて峬ら岲ない。قఫ૬ഌຬك

 価格ઐ௱、価格ૡႭに関して、下請Gメンによるਡ崺崊リング峬実施。
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取引ి正化に岻たڱつの取組
 র৵企業の൛上げ原資のન৳や、崐崵嵓崖ー価格・原౫મ価格の上ಊに対応するために峬、
下請র৵企業に公・ిજにહਸ価値が共થされるよ岰、岣ૡႭෟ化施ੁパッ崙ー崠岤 આফଜ取ق
りまとめكのା実な実施にਸ岲て、প企業と下請র৵企業との取引のಌなるి正化に向岻、以下の
。つの取組を実施してい岹ڱ

�ফଜにとりまとめられた「ૡႭෟ化崹崫崙ー崠」の取組を体化。
価格ઐ௱のよりಽのയਤ؝ڭ
 下請ஷ௪法に੦峏岹岣ஃିقਔᄁକك岤の実施ڮقারに順ઃ実施ك
¾ ഥਮ3ফ9াに実施した価格ઐ௱യਤা間の崽崑嵕ー崊ップ果を౷ま岲、価格ઐ௱嵣ૡႭの状況のଐ岹ないશの企業に対して実施 。

 価格ઐ௱യਤা間のگাの実施گقাに実施し、ڰাに崽崑嵕ー崊ップを実施ك
¾ 9াとధ峽で価格ઐ௱のᄄ২のৈい3াに峬価格ઐ௱യਤা間を実施。

 下請ஷ௪法のஷ௪੦を改ਫقফ২内を୳定ك
¾ ਉ౫મા峮崐崵嵓崖ー価格の上ಊによる価格ઐ௱にਸ岲、ਈ൛স等の外的ਏがない場়峬、ௌਜા上ಊによる価格ઐ௱にૢ峂るよ岰事業
にയす。

崹ート崲ーシ崫プ構築宣言のপ企業峢のఁপ、実効性の上؝ڮ
 ⋇്した企業৸て、峝⋈下請取引企業に対する崊ン崙ート調ਪの実施
¾ ⋇はফ২内に取りᑯめて公表し、്内ઍの調達現場峢の්をയす。 ⋈は௬価果を公表嵣ఢੴ(2021ফ調ਪ果は本公表(P5))

 コー嵅嵔ート崔崸ナンスに関する崔崌崱ラ崌ン峢のਜ਼置峏岻、ଓஃস等による崌ンセンテ崋ブఁౄのਫ਼ୈ
下請取引の૰ਘ化؝گ
 下請Gメンの৬ਘ化4قাからੜ定ك
¾ 下請Gメンをਟফ২ੜ。また、崊崱崸崌ス機ચのਘ化ق支援機関峮ଓஃস等のງஂك峮AI等による取ഁりの૨化峬ਫ਼ୈ。

 ૹ工会嵣ૹ工会৮所と下請か岻岽峩の連携による相談৬のਘ化قফ২内から実施ك
¾ 下請か岻岽峩でઽૐした相談ੲਾをഈคに下請Gメンの崺崊リング等を実施。

 業ரશ崔崌崱ラ崌ン嵣ঽ行動ੑのఁౄ嵣改定等 ك順ઃ実施ق
¾ 取引上のਖの岬る業ர峮、ৗたな取引上のୖに対ૢするため、ఁౄ嵣改定をྖৎ実施。

（ஊは০新たにするઍپ）

取引ి正化に岻たڱつの取組

�ᅚにਸえて、新たに下੶の事ඨに峬取り組峪。

ੴଃG嵉ンのਝとੴଃ関連の対応ਘ化؝ڰ
 岣ੴଃGメン岤のৗ設ق০ফ২内に崺崊リングを৫ك
¾ ੴଃ関連の取引ਖに௧的に対ૢ。

 র৵企業ૂに岣ੴଃ取引崊崱崸崌崞リー嵄ー崱岤の設置ق০ফ২内に峬য়峋上岼ك
¾ ੴଃ取引の௧ੇによりଡ成し、શ企業峢の嵣ஃの実施などੴଃ関連の対ૢをਘ化。

 ૹ工会৮所、INPITق工業所有ਥੲਾ嵣研修ைك等の関係機関との連携のਘ化قফ২内から実施ك

約൶ুの2026ফまでの利用廃ૃ峢の൙؝ڱ
 各੮৬にお岻るঽ行動ੑの改定のਏ請2قারに各にൂك
¾ 利用のఀૃに向岻た৬的な嵕ー崱嵆ップق取り、ス崙崠嵍ー嵓等كのਫ਼ୈをൂし、峇のખをਏ請。
¾ 約൶ুの利用ఀૃに向岻、౮なる業ர間での取引にお岻るୖなど、業ர峬அめて取り組まな岻れ峚ੰで岷ないୖのຸい出しなどを実施。
র৵企業ૂにおいてୖをତ理し、峇れらのୖに対する対ૢ峬各業ੀのঽ行動ੑにాり峪よ岰ਏ請。

 2026ফのুઐఌ所にお岻る約൶ুの取ඞいఀૃのਫ਼ୈ2قারにস業ੀにਫ਼ୈをൂك
¾ স業ੀに対して、産業ੀにお岻る約൶ু利用ఀૃの取組状況を౷ま岲つつ、2026ফにুઐఌ所にお岻る約൶ুの取ඞいをఀૃする岽
との૭౯についてਫ਼ୈを৫するよ岰ਏ請。

（ஊは০新たにするઍپ）
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企業法制
企業法制委員会

ご出席者名簿
委員長 
大野　顕司  住友化学（株） 常務執行役員
  
経済産業省  
安藤　元太  経済産業政策局 産業組織課 課長
杉原　光俊  経済産業政策局 競争環境整備室 室長　
笹谷　朋子  経済産業政策局 競争環境整備室 係長
佐々木萌音  経済産業政策局 産業組織課 係員
  
委員  
野﨑　　郷  アステラス製薬（株） 法務部長　
荒木　信之  ENEOSホールディングス（株） 法務部長
田井中伸介  キヤノン（株） 執行役員 法務統括センター 所長
山下　淳二 （株）神戸製鋼所 法務部長
野間　豊史  SOMPOホールディングス（株） 法務・コンプライアンス部長
佐成　　実  東京ガス（株） 参与
山本　芳郎  東レ（株） 執行役員 法務・コンプライアンス部門長
小畑　良晴 （一社）日本経済団体連合会 経済基盤本部 本部長
佐々木英靖  パナソニックホールディングス（株） グループGC コーポレート法務部 部長
前田　光俊  三井化学（株） 総務・法務部 部長
小椋　和朗  三菱重工業（株） 法務部長
  

委員代理
小川　竜司  四国電力（株） 総務部 法務グループリーダー
木村　佳恵 （株）日立製作所 法務本部 企画員
丹羽　正典  富士通（株） 理事 ガバナンス・コンプライアンス法務本部長
永原　悠子  三菱商事（株） 法務部 コーポレート法務チーム チームリーダー
  
  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順　敬称略）

経済産業新機軸部会の動向と今後の経済産業政策について
グリーン社会の実現に向けた競争政策について

2022 年 5 月 23 日（月）の企業法制委員会では、経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 安藤元太課長よ
り「経済産業新機軸部会の動向と今後の経済産業政策」について、続いて経済産業省 経済産業政策局 競争環
境整備室 杉原光俊室長より「グリーン社会の実現に向けた競争政策」についてのご説明がありました。

大野顕司委員長（住友化学株式会社 常務執行役員）の司会により進められ、ご説明後、参加者を交えて活発
な意見交換が行われました。（オンラインにて開催）
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経済産業政策新機軸部会中間整理 案

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

日本経済の課題

さらなる構造変化
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⚫

⚫

⚫

⚫

•

•

•

•

経済産業政策の新機軸　～目指すべき経済社会のビジョン～

経済産業政策の新機軸　～ビジョン実現に向けた政策の基本的な考え方～
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⚫

•

•

•

ミッション志向の産業政策

ミッション志向の産業政策
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（現状認識）
⚫

我が国の存在感が薄まり、不利なビジネス環境を押しつけられるルール
テイカーの立場に陥るおそれ

（我が国の立ち位置）
⚫

世界経済との強固なつながり
の重要性は不変 ビジネス実態を踏まえながら対外関係を構築すること

⚫

（取組の方向性）
⚫ 国際経済秩序の
再編において主体的な役割を果たす
アジア諸国と米欧との橋渡し

包摂的ルールメイキングによる同志国の拡大
⚫

高い協力目標を官民共有 政策を総動員 新たな官民連携

経済秩序の激動期における経済産業政策の方向性 

1. 国際経済秩序の再編における対外政策

基盤となる経済社会システムの組み替え（OSの組み替え）

基本的考え方
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⚫ ৱ峮ৱ౺のஔ৺

不ન実性の高まる世界ੲિのর、০同のஔ嵒ス崗は岿らに高ま峍てい岹
⚫ 世界যઠがੜਸし、௹岵になること峑、世界的にৱ౺
ાがੜ大 ሑ৷的なੵ৷ષ峮ાଃ

ৱ峮ৱ౺を્の国にൂ存しਢけることは、রশ的に経済の
ᒤൠ性を高峫、国際଼ଥ力のৣにつながるおそれ

⚫

カ崸ー岿れない୩ୠにおけるஔ৺峢の対策

⚫
ঽ性をન৳ ਢ的にਛশ

ஔಥബ嵒ス崗を峑岷るり崛ン崰嵕ール 経済の強ℴ৲をਤ峫る
ሑ৷的なੵ৷ષ峮ાଃ
ਛশ志向のৱ౺ঽ経済

⚫ 世界がઉએする
ਲ外ன৫につな岼る

力強いਛশ

⚫

方ৢষの崛嵇嵍崳崙ー崟嵏ン

൨方向の崛嵇嵍崳崙ー崟嵏ン
ೋ大な崿嵑崫崰崽崑ー嵆ー

崾嵕崫崗崩崏ーン
যが崯ー崧をਚ有嵣ଵ৶ রఙૐਥ不在

⚫ 新たな経済ણ動の崽嵕ンテ崋ア
嵒ス崗

2. 成長志向型の資源自律経済の確立

基本的考え方

Web 3.0（ウェブスリー）とは

3. Web 3.0の可能性と政策対応
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� 崛ード峮ガイドラインで示岿れる事項をᏍஹすることが目化している
� 取締役会に峲る「監」の意が執行に崾嵔ー崕をかけること峊とෙ解して
いる社外取締役峬ோ在

� 経営者がリー崨ーシップをมし、崊ント嵔プ嵔ナーシップ峮崊ニマ嵓ス崼リット
が৸にมで岷ることが要峊が、そのためのல組峩をれていない

� ガバナンスは社外取締役のિ峮当事者意識が峹らない限り、
実ସがൣ峹ない

9 本੫の「༎岺ৡ」はഊ。中長期な成長を実ਠするための投資は
ੜਸ峅峄。グ嵕ーバ嵓経ੋにおける本੫の体としてのਜ਼は。

9 社会のசな崯ジタ嵓化峮৾なな峓、প岷な୭化に直એ
し、不ન実性のৈい中で経営者がপ岷な経営判断をられる૾ய。

9 社外取締役の選任がਤ峩（プライム市場は�ীの�以上がਉಋ）、取締
役会での議論が社外取締役が相当数含まれることをとした峬のに化。

9 サステナ崻リテ崋をる課題への対ૢが、ૉ୭問題の峩なら峄、人権の
๑重峮取ਬとのਁ正・ి正な取ਬな峓วにநる峲岰に。

� 「వめのガバナンス」：
が్い。

� 。
。

� 取締役会における「監」は、執行の崾嵔ー崕峮不໋事の見ではな岹、

� で議論する意義（な価க௴の反等）峮
留意点（取締役会の役割・機能の見直し、હ議事項の取りඞいの見直し等）を示。

� 取ਬとのਁ正・ి正な取ਬの実ਠのため、
。

� モニタリング機能を重視したガバナンス体制に峲り、
を強৹。関৴して、

（取締役会
の役割の見直し峮内部監査部との৴等）を示。

� 取締役には が要で岬り、社外取締役の場合、

� に関する検討を意岬る峬のとする方১（取締役会峮指名委員会の৴
、関係者のਦ関係の構ണ、社外取締役中ੱの指名委員会の活用等）を整理。

� に峲り、経営資౺の効૨ଦ
ীを重視する௴点等を示。関৴して、
（利益相反峮情報管理の問題等）を整理。

� 執行側の機能強化の中றとなる を岬らためて示。
� 経営陣のリー崨ーシップを੍える以下のல組峩を੧。

� リスクテイクがで岷、しがら峩にとら峹れない社長・&(2の選任（指名のல組峩）
� することはથ効
� するために戦略策定等に関する すること峬考えられる
� &(2就任ফೡのନりに峲る、
� 報酬準・構成の在り方、.3,設定に峎いて議論し、報酬制২に௶り峪ことが重要。లਟの幹

部候補を育成してい岹ための自社株報酬峮株会の活用峬થ益 等

���� 問題意識
���� &*6ガイドラインの方向性
���� &*6ガイドラインの意義・対象

���� 取締役会の役割・機能
���� 各社の経営・取締役会の在り方の整理 ※「別紙�」に詳細記載
���� モニタリング機能を重視したガバナンス体制への移行を検討する場合の留意点
���� 取締役の指名
���� 取締役会の運営に関する論点

���� 社外取締役の活用に対する課題
���� 社外取締役の活用に向けて ※「別紙�」に詳細記載
���� 社外取締役の人材市場の拡充に向けて

���� 経営陣の指名の在り方 ※「別紙�」に詳細記載
���� 経営陣の報酬の在り方
���� 指名委員会・報酬委員会の活用 ※「別紙�」に詳細記載

���� 相談役・顧問の在り方
���� 取締役会長の在り方

�� 縦軸・横軸・立体軸の考え方
�� 自社の経営・取締役会の見直しの方向性

���� 問題意識
���� &*6ガイドラインの方向性
���� &*6ガイドラインの意義・対象

���� 取締役会の役割・機能
���� 社外取締役が相当数含まれる取締役会で議論する意義と留意点
���� 各社の経営・取締役会の在り方の整理（����→����）
���� モニタリング機能を重視したガバナンス体制への移行を検討する意義と留意点（����→����）

※監査等委員会設置会社へ移行する際の検討事項に関して「別紙�」に詳細記載
���� 取締役の指名（����→����）
���� 取締役会の運営に関する論点（����→����）

※投資家株主からの取締役の選任に関して「別紙�」に詳細記載

���� 社外取締役の活用に対する課題
���� 社外取締役の活用に向けて ※「別紙�」に詳細記載
���� 社外取締役の人材市場の拡充に向けて

���� 経営陣の指名の在り方 ※「別紙�」に詳細記載
���� 経営陣の報酬の在り方
���� 指名委員会・報酬委員会の活用 ※「別紙�」に詳細記載

���� 執行側の機能強化の重要性
���� トップマネジメントチームの組成と責任・権限の委譲
���� 経営戦略等の策定・実行における工夫
���� 経営・執行の機能強化のための委員会の活用
���� 幹部候補人材の育成・エンゲージメント向上
���� 相談役・顧問の在り方（����→����）
���� 取締役会長の在り方（����→����）

�� 取締役会の役割・機能の見直し
�� 監査等委員会の意見陳述権と任意の指名委員会・報酬委員会の関係
�� 監査の実効性の向上
�� 社外監査役を社外取締役として選任する際の留意事項

社外取締役活用におけるステップ�～�の中で、以下の点を追記
➢ 社外取締役に対する株式報酬の検討（ステップ�：社外取締役の就任条件（報酬等）に関する検討）
➢ 社外取締役の実効性評価（ステップ�：社外取締役が期待した役割の評価）
➢ 社外取締役の解任・不再任判断の留意点（ステップ�：評価結果を踏まえた再任・解任等の検討）
➢ ボードサクセッションに対する考え方（ステップ�：評価結果を踏まえた再任・解任等の検討）

指名委員会及び報酬委員会の活用において、以下の点を追記
➢ 社長・&(2の解任・不再任基準（���諮問対象者・諮問事項）
➢ 社外役員とそれ以外の委員のバランス（��委員会の構成）
➢ 社外取締役を委員長とすることへの検討（��委員会の構成）

�� はじめに
�� 一般株主との利害の不一致の問題
�� 会社との利益相反の問題
�� 情報管理の問題
�� 独立性・社外性の問題
�� 重要な契約に関する開示の問題

再整理の上で、内容の一部を本編
の に記載

（注）赤字：記載内容の修正・追記、青字：項目の新設、をそれぞれ表す。

CGS研究会（第3期） 第5回事務局資料
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崘嵒嵤嵛社会の実現に向けた競争政策研究会

炭素中立型社会の実現に向けた競争政策上の論点を検討するにあたっては、崝崡崮崲
崻嵒崮崋と競争政策のਫ਼ୈにାুしているਲਗのহಉがઅに峔るとઅえられる。
このため、মଢ଼会では、ਊએの、会়にਲਗ有をஅむ崚崡崰をഃᶌして崺
崊嵒嵛崘を実し、こうした論点について、ઁくੴৄを集めてତ৶を行う。

岧৫ಈ૾ய岨

����ফ３月�� ਸ਼ڭ会়
崘嵒嵤嵛社会の実現に向けた競争政策のਫ਼ୈについて

����ফڰ月�� ਸ਼ڮ会়
嵆崎嵒崫崬嵣崱嵤嵓嵆嵛崡ఉ૧岵峳の崺崊嵒嵛崘
ٛ岾৽ഄٜ
਼ੀবにು点をથする&OHDU\�*RWWOLHE�6WHHQ�	�+DPLOWRQ法
律হਜਚの崹ー崰崲ー。サ崡崮崲崻嵒崮崋と競争法にঢ়するくのহ例に
ঢ়ଖし、論ધ・છආのൿ数。ڹڸںۄやପ৩会の会৮でも
௧ੇとしてするなど、ପでのサ崡崮崲崻嵒崮崋と競争法の৮論に
ついてੴৄをつ৻的な௧ੇ。

炭素中立型社会の実現に向けた競争政策上の論点

炭素中立型社会の実現に向けては、「脱炭素のために必要な革新的イノベーション・産
業構造転換を促す制度環境のあり方」についても、検討を進めることとしている。
当該検討における論点の１つとしては、競争政策上の方策が挙げられる。
炭素中立型社会の実現に向けては、複数企業が連携して脱炭素化に取り組むことも
想定される。
例えば、こうした取組（共同行為、企業結合）は、競争法の規制対象となり得るところ、

炭素中立に向けたイノベーションを不当に抑制しようとする企業間の合意については、
これまで通り、厳正に対処し、是正を図る必要がある

一方で、
脱炭素化に大きく資する生産設備の集約やサプライチェーンの脱炭素化に向けた企
業間の大規模な合意など、複数の企業が共同で行う自律的な取組であって、炭素
中立の産業構造への転換に資するものについては強く後押しすべきではないか。

⇒ 炭素中立型社会の実現に向けた取組を後押しする上での競争政策上の論点につい
て、広く知見を集めて整理を行い、それを共有するため、３月に研究会を立ち上げ。

グリーン社会の実現に向けた競争政策について
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2022 年 2 月 24 日（木）に、第 51 回 税制委員会が、合間篤史委員長（日本製鉄株式会社 財務部 部長代理）
の司会進行により開催されました。

委員会では、経済産業省 経済産業政策局 企業行動課 課長 大貫 繁樹 氏と貿易経済連携局 投資促進課 課長 
垣見 直彦 氏から、それぞれ「令和 4 年度税制改正について」と「国際課税について」というテーマでご説明があり、
その後、参加者による活発な意見交換が行われました。（弊所会議室とオンラインを併用して開催）

本項では、経済産業省 大貫課長のご説明の要旨を掲載いたします。

ご出席者名簿
委員長
合間　篤史  日本製鉄（株） 財務部 部長代理

  
経済産業省  
大貫　繁樹  経済産業政策局 企業行動課 課長
垣見　直彦  貿易経済連携局 投資促進課 課長
  
委員  
小野　森彦  石油連盟 理事 企画総務部長
竹中　英道  ソニーグループ（株） グローバル経理センター 税務政策専任部長
曽我　　豪  東京ガス（株） 経理部長
久玉　欣人  東京電力ホールディングス（株） 経営企画ユニット 経理室 経理担当 部長
小畑　良晴 （一社）日本経済団体連合会 経済基盤本部 本部長
藤井　正之 （一社）日本貿易会 政策業務第一グループ長
竹本　陽一  パナソニック（株） 経理・財務部 財務統括室 室長
加藤　建治 （公社）リース事業協会 事務局長  

委員代理  
村本　昌男  キヤノン（株） 経理部 税務担当主席（部長相当職）
市川　智秀  住友化学（株） 経理部 PJ支援・税務チームリーダー
荻田　修子  日本電気（株） 経理本部 主計室 マネージャー
萩原　　剛 （株）日立製作所 財務マネジメント本部 税務統括部 部長代理
  

（企業・団体名・役職名は当時、企業・団体名五十音順　敬称略）

企業税制
税制委員会

令和4年度税制改正について
国際課税について
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出所：大貫課長ご説明資料

Ⅰ．令和4年度税制改正について

　大貫課長からは、昨年12月に閣議決定された令和4年度税制改正大綱のうち、経済産業関係の税制改
正について、次の4つの項目からご説明いただきました（詳細は図表1）。

1.  「成長と分配の好循環」の実現に向けた税制措置
2. コロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長への支援
3. カーボンニュートラル実現とエネルギー安定供給確保の両立に向けたエネルギー・環境政策の再構築
4. 企業活動のグローバル化に対応した事業環境整備（国際課税）

※上記は、経済産業省HP「令和4年度税制改正について」からもご参照いただけます。
　https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_k/index.html

図表1　経済産業関係 令和4年度（2022年度）税制改正のポイント

の実ਠに岻たઘೈ઼「ਛশとীଦの循環」؝ڭ

コロ崲ምの৽ੋੲિに対応するর৵企業・৵規模事業の事業ಲਢ・ਛশ峢の支援؝ڮ

崓ー嵄ン崳嵍ートラ嵓実ਠと崐崵嵓崖ー安ஔન৳のয়に岻た崐崵嵓崖ー・環ੁのગ構築؝گ

企業ણ動の崘ロー崸嵓化に対応した事業環ତ（ব際ୖઘ）؝ڰ

ガスஔ業・ਗ਼ਞஔ業のઽোসୖઘのৄઉし（ڭ）
• ৵ਲ਼৸એঽ化が行峹れ、2022ফには管部が法的ীする岽とを౷ま岲、崔ス供ஔ業ق製造嵣৵ਲ਼事業كにお岻るઽোসୖઘについて、র৵崔ス事業にਸ岲、রමガス事業は、ಹの事業と
のୖઘ্ૄにৄઉす。 また、পুガス事業等は、ઽোসୖઘの4સをৄઉし、ಹのୖઘ্ૄ（હਸ価値સٔ資মસ）を組み峪。なお、峇のୖઘの岬り方については、০峬引きਢきਫ਼ୈする。

• 2020ফに部ৄઉしを実施したਗ਼ਞ供ஔ業にお岻る法য事業ઘについて峬、事業୭峮଼ଥ状況の化を౷ま岲て、ୖઘ方式のಌなるৄઉしを引岷ਢ岷ਫ਼ୈする。

崐崵嵓崖ー・資౺のન৳、ગ崐崵資のയਤ（ڮ）
• 崐崵嵓崖ー嵣物ৱ౺の定供ஔをન৳し、ব内外のਢ的な業活動峮ৱ౺ৱをയਤするため、ਲਗ資等ଷ準স২のభশにਸ岲、減ራඓ২の部ৄઉしを行った上で২をభশする。
• また、引岷ਢ岷ગ生૭ચ崐崵嵓崖ーのোをയਤす峣岹、ગে可能崐崵嵓崖ーਗ਼ਝに係るಕ資ਓઘの્例ೈ઼をభশする。

自動関係౾ઘのୖઘのあり্のਫ਼ୈ（گ）
• ઃの崐コカー減ઘ等のงਟৎに、自動関係౾ઘについて、カー嵄ンニ嵍ートラ嵓実現にா的に൴する峬のとするとと峬に、ঽ動ઈૡをは峂めとする技術ৗのਏ性峮৳有から利用峢の化、
嵊崻リテ崋の様化をਭ岻た利用のઁがり等のঽ動を取りඕ岹୭化の動向等を౷ま岲つつ、ਭஇと負担の関係峬அめ、峇のୖઘの岬り方についてਫ਼ୈを行う。

ઐ際ાୖઘの્例ೈ઼のభশ（ڭ）
• র৵企業のଡ଼৫ิ嵣ਲ਼യਤ等にਏなઐ際ાについて、800ਐまで全પসোを可能とする્例ೈ઼をభশする。

પ減価償ే資ਓの્例ೈ઼のభশ（ڮ）
• 事ਜ負担軽減峮崯崠タ嵓化യਤのため、র৵企業が取੭する30ਐのપਝ資قPC嵣タブ嵔ットなどのੲਾ通ਦ機器等كについて、ফ300ਐまで໌ৎ償ేを可能とする્例ೈ઼をభশする。

ଅに係るಕ資ਓઘの৽ੋ状況に応じたೈ઼（گ）
• ଅ（ૹ業等）に係るಕ資ਓઘについて、ഥਮ4ফ২は、ୖઘપが上ಊするଅについて、ઘપ上ಊীを減するೈ઼を峂、ઘ負担のੜਸをਮする。

コロ崲ም等を౷まえた事業അಲઘに関するਚ要のೈ઼（ڰ）
• র৵企業岻の法人ග事業അಲઘにおいて、コ嵕ナምによる事業അಲ峢の୶をઅൟし、2023ফ3াまでとされている્例അಲੑのলをڭফభশする。

企業の൛上げをയਤするઘೈ઼の௷মਘ化（൛上げയਤઘ）（ڭ）
• 岣成শとীଦの୭岤の実現に向岻て、企業の稼岺力をৈめ、峇のઽஇをజ業員に൬੪するよ岰൛上岼をയਤする岽とがਏ。峇のため、൛上岼ઘを௷本的にਘ化し、⋇資মস1超のপ企業に
ついては、ಲਢ౻用のஔ与をফ২ૻで3٫ਰ上ੜਸさ峅た場合にஔ与ੜਸપの15٫をઘપඓق4٫以上かつ教育ธಫા20٫以上ੜਸでਈপ30٫のઘપඓなどك、⋈র৵企業に
ついては、౻用全体のஔ与をফ২ૻ2.5٫ਰ上ੜਸさ峅た場合にஔ与ੜਸપの30٫をઘપඓقかつ、教育ธಫા10٫以上ੜਸでਈপ40٫のઘપඓなどكで岷る২とする。

崒ープンイノ嵁ーシ嵏ンのയਤ（ڮ）
• 崎崋崢コ嵕ナ嵣嵅ストコ嵕ナの਼ੀをৄྚ岲、大企業等とスタート崊ップ企業の連携嵣協業ق崒ープン崌崶嵁ー崟嵏ンكのਏ性がಽৈまっている。岽岰した動岷をਸச化するため、大企業等からスタート崊ップ企業峢の出
ৱに対して「ਚ得ඓ25٫」をೈ઼する崒ープン崌崶嵁ー崟嵏ンയਤઘについて、研৫ૻ૨がਰ上等の要੯をたす場合はਝয়15ফの企業峬対とする等のఁౄを行い、২をభশする。

の実ਠに岻た5Gઘのৄઉし・భশ「デ崠崧嵓িୱবੇ構୳」（گ）
• 5Gはୠのୖੰ決にৱするਏな通ਦ崌ン崽ラで岬り、岣崯崠タ嵓িୱবੇଡ୳岤の実現に峬ਏਂ૭ಳ。5Gઘについて、リ崊嵓タ崌嵈通ਦなどの5Gの્ඉをਈ大発มするৗたな技術等のਏ੯
化峮્に方での੦ଂତ備をਸச化するためのৄઉしを行った上で、ి用を3ফ間భশし、ઘપඓ૨をਈপ15٫からమ状にする岽とで、০3ফでの集রなତをയਤする。

• 2021ফ10া、OECD/G20をরੱに、⋇場ব峢のୖઘਥのଦী、⋈グ嵕ー崸嵓ਈઘ૨ୖઘك15٫قについてਈી়ਔが実現。০のถ設ੑ峮ব内法化に当たっては、峹がব企業等峢のૌ
২な負担とならないよ岰にใோ২との関係などに峬ଦൟしつつ、要なਫ਼ୈを行う。
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企業活力
企業活力委員会

　企業活力委員会は、2022 年 4 月 25 日（月）に「デジタルヘルス推進のための取組」をテーマとして、経済
産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 稲邑拓馬課長をお迎えし開催致しました。
　委員会は、渡邊喜一郎委員長（日本電気株式会社 政策渉外部長）の司会により進められ、経済産業省からご
説明があった後、参加者を交えて意見交換が行われました。（弊所会議室とオンラインを併用して開催）

ご出席者名簿
委員長    
渡邊喜一郎  日本電気（株） 政策渉外部長

  
経済産業省      
稲邑　拓馬  商務情報政策局 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長
　   
ご出席者   
阪本　俊司 （株）IHI 総務部 渉外グループ 主幹
小野　真裕  ENEOSホールディングス（株） 総務部 副部長
伊延　充正  大阪ガス（株） 東京支社 支社長
鈴木　久人  川崎重工業（株） 企画本部 経営企画部 副部長
杉本　　信  キヤノン（株） 経営調査室 室長
山口　　寛  JFEスチール（株） 総務部 総務室 室長

山田　俊宏  東レ（株） 経営企画室 担当部長
海野　雅幸 （一社）日本化学工業協会 産業部 兼 技術部 部長
中野　博之 （公財）日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 課長
本間　友貴 （公財）日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 担当課長
松下　　晃  日本電気（株） 政策渉外部 担当部長　
堀越　朝久  日本電気（株） 政策渉外部 課長
山本　義之  パナソニックオペレーショナルエクセレンス（株） 渉外本部 渉外部 主幹
金子　一久 （株）日立製作所 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 担当本部長
増子　理子  富士通（株） 政策渉外室 産業・公共政策渉外部
北川　英男  三井化学（株） ライフ&ヘルスケアソリューションズ事業本部 主席
河本　崇志  三井化学（株） 経営企画部 兼 総務･法務部 社長室 社長秘書

 兼コーポレートコミュニケーション部 主席部員
岩井　　孝  三菱重工業（株） グループ戦略推進室 戦略企画部 次長
  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順　敬称略）

デジタルヘルス推進のための取組
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デジタルヘルス推進のための取組

デジタル化による未来の健康づくりイメージ（ୢపとの連携：ႇႌ୰೩のৃ়)

現状

今後

HbA1c
改善!!

HbA1c
ப化!!

PHR

�健診/電子カルテ
�バイタル/ライフログ
�服薬

೩データを活用し峉診療 データ連携による続的な健康ষ
ୢపが૪্峃るプ嵕崘嵑ムୢ療
ਃஓ（アプリكや、ୢపが໗峫
る崎ェア嵑崾ルഈଜをਹ৷しなが
ら、૮理なくষઍ。

ময同ਔのৣで、ଞ
のデータが自的にਗ਼
子崓ルテにતವされ、診
に活৷。

ૌுの೩データが利用
可能。見૭ચ性のৈい
૪্嵣が૭ચ。

ഛႠな崛嵇嵍崳崙嵤崟嵏嵛に
よって、શ化され峉૪্
や指導に時間をસいてく
れる。

診での೩ੲਾのোু

検査や生活習慣のનੳに時を
られ、診の時間のન৳にౙௌ。

い峎も峂検査
と指導。

続かない健康ষ
ୢపのを踏まえ、ઈ習慣の੶ஈのた峫に崎ェアラ崾
ルഈଜや୫হ管理のアプリをභোしたが、し峚峳く峃るとᆳ
きてきて੪の生活ಆຯにರ峍てし峨岰。

デジタル化による未来の健康づくりイメージ（企業との連携：女性の健康管理)
検査項目

Aさん

Bさん

Cさん

NO!

� 通院せよ
� 柔軟な勤務

企業

検査項目

Aさん

Bさん

Cさん

� 支給されたアプ
リで健康管理

PHR

�健診/
電子カルテ

�バイタル/
ライフログ

�服薬

現状

今後

生産性
向上!!

生産性
低下!!

データ活用型の健診 企業が健康づくりをサポート 生産性up

仕事と両立を図りながら、
治療や生活改善を継続。
会社も、健康経営のパ
フォーマンスを学生や投資
家にアピール。

会社は、健診
等を人的資本
への投資とし
て実施。

健診では、オプションとして遺
伝子検査などを選択可能。
健診結果は、基準値内か否
かだけでなく、細かなリスク分
析・具体的な健康指導。

通院や体調
（PMS等含む）
に合わせて勤
務時間を調
整可能。

健診結果を踏まえ、
企業がアプリや
フィットネス、フェ
ムテック等の利用
を支援。

紙ベースで定型的な健診 生産性down

気が付くと、生活習慣病で
数値が大きく悪化し、長い
通院が必要になってしまい、
仕事にも大きな影響。

活かされない健診結果

会社は、健診やスト
レスチェックを法令に
基づく義務 (コスト) 
として実施。

健診は、毎年同じ項
目で、他の同僚と全く
同じ。

通院や体調不
調は、自己管理
不足だと思われ
る。

健診結果は見
るが、その時限
りで、特に何も
しない。
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1. PHR（Personal Health Record）

2. ヘルスケアサービスの品質確保 

の৸体൸ۇڽۅ

PHR
事業ڷ

PHR
事業ڶ

嵑イフ嵕崘データ

୫事

నਯ・ઈ・
活等

ᄨ༒

ষઍ等の自己管理をサポート

੶ஈ嵣ၡ༮

嵣嵣嵣

ઈ不ଌをఒ ୫をఒ

嵎ース崙ース⋇ ଞに岴岻る利活用

ୢప、ຓఐୢప、薬දప、৳健ప、
管理౭ു等のୢజহ等

ୢ療జ事等とৼしなが峳、自ମの健康ੜਤ等に活用

嵎ース崙ース⋈ ୢ療ਃঢ়等ਭ診時に岴岻る利活用

ు健診

ଆமரഄ

学ૅ健診

ఇදੲਾ

特定健診/が峽検診等

ু等

ਁ的ਃঢ়のੲਾ（健診・嵔崣プト等ك
、�2020年:ు健診、2021年:્健診、レ崣プト（薬ද）ܒ

2022年:がん検診な峓、ದઃ৫。

ୢ療ਃঢ়のੲਾ（ਗ਼子崓ルテ等ك
。�検査、アレル崖嵤、ୢ൸等を、2024年からの৫ܒ
پ ਠ、崟ステ嵈ତや崯嵤タఏ準化の検ୈর。

ਁ的インフ嵑として২整をਤ峫る ড়間事業と連携して୭整をਤ峫る

本ফڰা、務・ௐௌ・経
産のگૂで、嵆イ崲嵅嵤
タル等からの健診等ੲਾを
ඞ岰PHRহ業のᏍஹ峃
峣きル嵤ルの指ଉをੁ定岞

今後、ড়間事業とともに、
ルール整がਏ

ঐ
ॖ
ॼ
এ
␗
ॱ
ঝ
等

⚫ 嵆イ崲嵅嵤タル等৽のੲਾやライフログ崯嵤タ等をෳけ合わせた崝嵤崻スを、ଞ生活やୢਃঢ়ਭ診時等にਹ
活৷峃る岽とがୄされる。ෟか峎ੱなਹ活৷のৰਠのた峫には、ਁイ嵛フラとしての২ତにਸえ、ড়間
事業と連携し୭整をਤ峫る岽とがਏで岬る岞

嵎ース崙ース⋉ ଢ଼等

⚫ ଓஃহ業による業ੀঽ崔イ崱ライ嵛のੁ支ର（ଓஃ上પ：150ਐ/ڭ੯、ଓஃ૨ڮ分のڭ）
⚫ આ年২までにフ崋ット崵ス等の業ੀに岴いて、ੑ6੯の崔イ崱ライ嵛をੁ。令ਮگ年২は、೫࿒健康ୢ療ৼ、বメ

ディ崓ルコーディネートサー崻ス、特定৳健指導サー崻スなどڱ੯を఼උ

ٛ৸・ੱなサー崻ス体ٜ
• হ業によるৼৌૢ峢のిજなଢ଼ఊৰ
• হ業によるిજな嵊崳タリ嵛グのৰ
• 崝嵤崻ス時に必要なੲਾのં
（ৼৌૢのৱતં、崝嵤崻スਹ৷のਁ等）

• 崝嵤崻スଙ岾とのਔਡのତ理
• 業ੀ੮体によるਹ৷峢の理ੰയਤ

ٛコンプ嵑イアンスᏍஹٜ
• ୢ法嵣薬ਃ法等のঢ়બ法令のᏍஹ
• যੲਾのిજなඞ
• হ業によるৼৌૢの嵆崳嵍アルତ
（診でない岽とのન化な峓）

• ౙੲ峢のৌૢ体ତ

時：2022年1া12（）9:00-11:00ٴ
：লఆٴ
ٛಹ社੮১人೫࿒健康ୢ療ৼిਫਤਃଡٜ
(ઙ)嵉崯崋カル崶嵤ト、嵉崱崼ア(ઙ) 、MRT (ઙ) 、 (ઙ) Kids Public
ٛથٜ
Healthtech/SUMଁฐ崯崋レクタ嵤 িᅔ理
ম೫࿒ୢ৾会 ਸઢขྊ（ઈ৩）、長દਆৈಂ（ଞ務理হ）
ఉ૧ ૈಘ
ٛオ崾崞ー崸ーٜ
LINEઙૄ会社
ٛঢ়બૂٜ
ௐ生ௌ௮、৽ੋ産業

：ઍٴ
ঽ基準（ෘ）のੁにけて、ਠষ੧の内ઍや、হにৰした
ア嵛崙嵤ト（ા等）の結果に峎いて৮。

検ୈ会でのਔ見等を踏まえて、হ業੮体（આ年12াにਝয়）にてঽ基準（੧）をੁর。

೫࿒ୢ療健康ৼサー崻ス崔イ崱嵑インੁ定検ୈ会 自੦（੧كのなઍ

رなহ業がো峃るরで、೫࿒健康ୢৼに岴けるহ業ુ通の崔イ崱ライ嵛がோせ峄、ୢప等による೫࿒健康ୢ療ৼ
のସのન৳やిજなଢ଼ఊの実施等が不ે分な岽とによるਦ২の低いサー崻スがされてしてし峨岰可能性が岬る。

ూବ

⋇業ੀ自崔イ崱嵑インのੁ定支援

೫࿒健康ୢ療ৼ
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岣ੳੴඪଆにঢ়わるড়間崥リ嵍ーション（శఇ的アプ嵕ー崩كの果検岴よ峝
ସの௬のり্にঢ়峃る検ୈ会岤の立峋上岼

ੳੴඪঢ়連学会のਰ下のメン崸ーによるୖ整理を実施し峉岞
嵣૯ଘয়౼෮র嵣ઋ৽ᏢჇ崣嵛タ嵤 ಏ෫ଢ଼  長（মੳੴඪ৾会 理হ長）
嵣ূ大大৾院ୢ৾௺ଢ଼ఐઋ৽病理৾ী గཁ๏ ઇ౸（মੳੴඪ৾会 理হ長）
嵣ূ健康長ํୢ崣嵛タ嵤ଢ଼ਚ ႁি 崣嵛タ嵤長（মੳੴඪ৾会 理হ、ഠ年ಖઋୢ৾会 理হ）
嵣大ଚ大৾ಖઋୢ৾ ি৾ ઇ౸（মഠ年ಖઋୢ৾会 理হ長、মઋ৽ੱ理৾会 理হ長等）
嵣ૢଝ྆大৾ಖઋ嵣ઋ৽ఐ৾ ਕ੨ᝥ ઇ౸（মৈઃਃચ৾会理হ長、মഠ年ಖઋୢ৾会 ౢ理হ長等）
嵣大ଚ大৾ ৵ు৾ଢ଼ఐ ႉຨ ઇ౸（মৈઃਃચ৾会理হ、মઋ৽ੱ理৾会 理হ長）

॔ढ़デ॔にेॊੳੴඪଆサービスषのৌૢ

ٛ検ୈ৫時の৮のポイントٜ
• ੳੴඪଆをί岰ਖの岬る崝嵤崻スがলてくるরで、ア崓デ嵇アとしてৌૢを検ୈ峃る岽とがਏ。
• ま峄は岣ੳੴඪଆ岤とい岰୴に峎いてのෙੰや、それをίった崝嵤崻スのਖに峎いてのા
ཟをষっていく峣き。

• శ薬ஂো崝嵤崻スに峫られる崐崻崯嵛スレ嵁ルにの基準をਝ峃る岽とや、崐崻崯嵛スをレ
崻嵍嵤峃るலੌ峩を峎くる岽ともઅえられる。

• 峨峄は、現状のਖਡやઅ岲্を岣岤のよ岰なでં峃岽とがਏ岞

今後のன৫

章立て 項目

はじめに • 本資料（手引き）の趣旨・目的
• 「手引き」の対象とするサービスの領域 等

第１章：
サービス開発・
展開のためのガ
イド

第１節：用語の定義・解説 • 本資料における各用語の定義・解説（考え方） 等
¾ 「予防」「機能改善」「リスク低減」「MCI」

第２節：現状の各介入のエビデンスレベ
ル

• 「エビデンスレベル」・「推奨度」等の概説
• 現状の各介入（運動、学習、音楽）のエビデンスレベル

第３節：サービス開発時の望ましい検証
方法

• サービス開発に当たっての検証の意義・基礎知識
• 具体的な望ましい研究デザイン等
¾ 研究デザイン、アウトカム指標、検証期間

第４節：研究結果に紐づく効果の謳い方 • 消費者に「予防効果」を発信する際の考え方・留意点
• 具体的な研究結果ごとに発信できる内容の「限界」等

第２章：Q&A集 • 事業者のエビデンス創出に関する疑問に対する有識者の
見解等の提示等

⚫ হ業にけたଢ଼崯崞イ嵛য়੧崔イ崱（੧）のଡਛとਛੵஙはਰৣイ嵉嵤崠

ഥਮ3ফ২ ഥਮ4ফ২
1া 2া 3া 4া 5া 6া 7া 8া 9া 10া 11া 12া 1া 2া 3া

検
ୈ
会

•ਠ૾の崝嵤崻スの௴嵣ਖ
ਡのનੳ

•検ୈ峃峣きਡのಖ査

•ਖਔのુથ
•ਡのຸいলし
•基ম্ଉのৠ

•ਛ果峢のખにけた
ધฆਛ

•ਛ果のとりまと峫
•ਛ果のਦ্১
に峎いて

STEP⋊STEP⋉STEP⋈STEP⋇
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3. 健康経営の推進
健康経営のਤ

⚫ 健康経営とは
健康৽とは、జ業৩の健康৳嵣ੜਤのੌが、లਟにઽஇ性等をৈ峫るৱで岬るとのઅえの
ৣ、健康管理を経営的ଳਡか峳અ岲、ਅറ的に実ᄷ峃る岽と。

⚫ 健康経営の果
1. జ業৩の健康ੜਤ
2. జ業৩の生産性にൣ岰、企業ਛ長峝企業値
3. 岣健康岤峢のৱയਤと、嵀ルス崙ア産業ৃのఁ大

� 健康経営રଐ১人のੳ定 経ઙをଡਛ峃る
225社の84%が௦

(1)2,000১人の௬結果のฐ৫ં⋇：رなステーク嵃ル崨ーによる活用
⚫ 令ਮڰ年3া15に2,000১人分の௬結果（フィー崱崸ックシートكを৽ੋ産業崎ェ崾崝イト
でฐ৫ં。

ٛਡを઼いている施ੁに峎いても৫ંٜ

¾ 健康৽にりੌむ法য（৽や健康৽૿ਊ等）が他のੌをස。
¾ ৾生等が峃る企業嵣੮体等を৭峃るにස。
¾ ঽ体やসਃঢ়、ਬৼু等が法যの健康৽のৰᄷ૾யをチェック。
¾ 嵀ルス崙ア崝嵤崻スを峃る企業が業に活৷（岣生活習慣病岤の崕嵤嵗嵤崱で検ด等）。

フ崋嵤崱バック崟嵤ト1ᅚ目

フ崋嵤崱バック崟嵤ト3ᅚ目
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なステーク嵃ル崨ーによる活用ر2,000১人の௬結果のฐ৫ં⋈：كڭ）

¾ ৱੇऊैのESG௬
をയਤ؛

پ ଊ崛嵤崱、ஶધ企業も੶ো。

¾ ৳ੁृௌ௮ੁ、
ESG等のীの研究
ऋ೨৽の効果等に
णいてのীෲにણ用૭
能؛

⚫ 社のフ崋嵤崱バック崟嵤トをデータベースとして検ด・利用できるよ岰Excelフ崉イルૄでも৫ં。

57

29.8

51.6

33
24.7

13.9

44.6 45.2

12.9 15.5

36.1
30.8

16.7 13.6 14.9 17.6
26.9

38

19

56

38

13

94 88

13
19

56

19

81

38

50 50

88

44

0

20

40

60

80

100



健
康
診

ਭ
診
૨



健
康
診


भ
ಖ
ഡ
検
査
ਭ
診
૨

५
ॺ
ঞ
५
ॳ

⑁
ॡ
ਭ
検
૨

ઁ
ऎ
జ
業
৩
प
ষ
अ

ੁ
भ

ਸ
૾
ய

ঁ
ॖ
জ
५
ॡ

ष
भ

ੁ
भ

ਸ
૾
ய



ੁ
भ
జ
業
৩
भ

ଌ
২

ௌ
௮
時

भ
૾
ய
␟
ଋ
業
時

等
␠

健
康
診

भ
ਖ
診
結
果
␟
ཹ

૨
等
␠

ঁ
ॖ
জ
५
ॡ

भ
管
理
␟


ಲ
ਢ
૨
␠

జ
業
৩
भ
ঊ
ঝ
५
জ
ॸ
ছ
३
␗
भ
૾
ய

健
康
診

भ
結
果
␟
થ
ਚ
見
૨
等
␠



भ
૾
ய
␟


勤
ਢ
年
数
॑
含
ि
␠

ം
病
प
े
ॊ
೬

भ
૾
ய

উ
ঞ
८
থ
ॸ

␗
ॖ
६


॔
ঈ
७
থ
ॸ

␗
ॖ
६


ড
␗
ॡ
ग़
থ
।
ॖ
४
ও
থ
ॺ
भ
૾
ய

५
ॺ
ঞ
५
ॳ

⑁
ॡ
भ
結
果

%

健康経営の定的な指ఏにঢ়峃る企業の৫ં状யと投資家の崳ー崢

ੌ௶による健康৽のৰᄷ যの健康ア崎トカ嵈 業務崹フ崑嵤嵆嵛ス

30.0

44.3

55.9

ஒ౦は、岣しているが、৫ંして
いない岤とい岰調査結果をしている。

ٹ 企業の৫ં૾ய（令ਮ3年২健康৽২調査Q19.SQ3.岣ఏのৰౚ値の৫ં૾ய岤より）
ٹ ৱੇの崳嵤崢（ਃঢ়ৱੇけア嵛崙嵤ト調査Q4岣健康৽の௬に岬たって৫ંがましい内ઍ岤より）

（n=2,449)

（n=16)



ا ۀ ׆ ྗデジタルヘルス推進のための取組

65No.115 企業活力 2022 夏季号

4.ベンチャー支援

健康経営のਤ

௬項目 な௬内ઍ

৽理؝ڭ 嵣経営トップのコ嵇ットメント
嵣ଁ合ਾઔછやCSRਾઔછ峢の੶ൗ等を通じた社ਗへのਦ

体௶ੌ؝ڮ

嵣社長や૽৩が健康づくりிભになる等、৽ಽがਸ峃るੌ௶体の
ଡണ
嵣௧ੴをった産業ୢや৳健ప等の健康施ੁ検ୈへのਸ
嵣健康৳૫ੌ合との৴体のଡണ

২嵣ੁৰষ؝گ
嵣健康৽でৰਠ峃る৯ఏகと৯ఏফをન化したੑのੁ
嵣ଢ଼ఊの実施や社ルールの整といったଅり
嵣୫生活の改善、ઈਃ会のੜਤ等のੁのৰ

௬嵣ఒ؝ڰ 嵣ৰしたੌの果検（健康ੜਤ、生産性向上などك
嵣検結果を踏まえたੁのఒ（PDCA）

崎ェア嵑崾ルデ崸イス支ஔ

岧健康৽のੁ岨
ジム利用のા用ଓஃ

嵀ルスリテ嵑シーの向上

⚫ 健康৽とは、జ業৩の健康৳嵣ੜਤのੌが、లਟにઽஇ性等をৈ峫るৱで岬るとのઅえのৣ、健康管
理を経営的ଳਡか峳અ岲、ਅറ的に実ᄷ峃る岽と。

⚫ 2016年২৫の健康経営રଐ১人ੳ定は、ணடਯ৺1.6ਐ੯峨でఁ大（大ૠெ法যは৺2,900。৽
225企業の84%がணட）。

岧VC、সঢ়બ岨
• 崯フタ嵣崕嵋崼タル
• ઙૄ会社峩峄峥ষ 他25社
岧コンサルティン崘・ૹ社ঢ়બ岨
• થ限ிભ 岬峄さ૰査法য
• ક௵ૹহઙૄ会社 他27社
岧ਁ的ਃঢ়・自治体など岨
• ূ 他22੮体
岧業ੀ੮体・峇の੮体岨
• মୢੁਃଡ
• মୢਃஓ産業৴合会 他8੮体
岧৳૫ঢ়બ岨
• SOMPO嵃嵤ル崯崋嵛グスઙૄ会社
• ূਲౌ಼ઙૄ会社 他11社
岧大学/ୢ療ਃঢ়岨
• বয়がんଢ଼崣嵛タ嵤
• বয়大৾法যূਨ大৾ 他12੮体
岧ଲఇ、ୢ療ਃஓ、峇のメー崓ー岨
嵣 যフ崉嵤嵆ઙૄ会社 他28社
岧ੲਾ・データ・ৢਦ岨
• KDDIઙૄ会社 他11社
岧峇の岨36社

ベン崩嵋ー支援 عHealthcare Innovation Hubع
⚫ 嵀ルス崙アの嵁嵛チ嵋嵤支ରやイ崶嵁嵤崟嵏嵛のল嵣活性化を目に、スタ嵤トアップにਸえて、企業のৗૠহ業な峓、イ崶
嵁嵤崟嵏嵛を必要と峃るな੮体から்ઁくৼをਭ付。

⚫ 嵁嵛チ嵋嵤企業等の支ର（イ崶崷崾ア崱バイ崞嵤）や嵁嵛チ嵋嵤支ରをষ岰同ীのহ業会社等（崝嵅嵤タ嵤੮体）と৴
し、ব内ਗの崵ット嵗嵤クを活৷して、হ業化ৼや崵ット嵗嵤クਛを支ର。

⚫ মহ業により、嵀ルス崙ア嵣ライフ崝イ崐嵛スীの嵁嵛チ嵋嵤崐崛崟ステ嵈のଡണを目峃。

ૂ௺ネット嵗ーク
岧ড়フ崉ン崱岨
• ઙૄ会社INCJ
• REVIC
• র৵ਃଡ

岧ৼษઠ、支援ネット嵗ーク岨
• MEDISO
• MEDIC
• JETRO 他

• CJਃଡ
• NEDO
• AMED 他

イ崶崷崾サポーター੮体：194੮体
（2022/1/20 時ਡ）

との連携كௐ生ௌ௮ୢ療௺ベン崩嵋ー・トータルサポート事業）62,')0پ
• InnoHub৫ਝਰਟ41੯৴（岰峋InnoHubڀMEDISO13੯）
• として薬হঢ়৴のৼをMEDISOにງஂ。MEDISOからは崵ット嵗嵤崕嵛グ嵣嵆ッチ嵛グにঢ়峃る
ৼງஂをਭけৌૢ。嵁嵛チ嵋嵤峢の崝嵅嵤トだけではなく、崝嵅嵤タ嵤੮体のா活৷にも൴
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　2022 年 1 月 26 日（水）に開催されました業種別動向分析委員会では、経済産業省 経済産業政策局 調査
課長 竹田憲氏をお迎えし、「内外経済動向」についてご説明をいただきました。ご説明の後、委員から各業界の
現況、動向等について活発な意見交換が行われました。（オンラインにて開催）

ご出席者名簿
経済産業省  
竹田　　憲  経済産業省 経済産業政策局 調査課 課長
占部寿美子  経済産業省 経済産業政策局 調査課 課長補佐
  
委員  
髙瀬　智子  （一社）電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部 調査・統計担当部長
海野　雅幸 （一社）日本化学工業協会 産業部 兼 技術部 部長

委員代理  
遠田　雅章 （一社）セメント協会 調査・企画部門 リーダー
鍵山　博哉  日本化学繊維協会 業務調査グループ 主幹
持田　弘喜 （一社）日本自動車工業会 次世代モビリティ領域 部長
有泉　奈  々 （公財）日本生産性本部 生産性総合研究センター 課長
三輪　恭裕 （一社）日本鉄鋼連盟 業務部 国内調査グループ マネージャー
  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順 敬称略）

業種動向
業種別動向分析委員会

内外経済動向

⚫

⚫

⚫

内外経済動向（1月26日（水）講演資料抜粋）
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⚫

⚫

⚫

⚫
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ۀ छ ಈ  内外経済動向

⚫

⚫

⚫
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ۀ छ ಈ 内外経済動向

⚫

⚫
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　2022 年 4 月 21 日（木）に開催されました業種別動向分析委員会では、経済産業省 経済産業政策局 調査
課長補佐 相田政志氏をお迎えし、「内外経済動向」についてご説明をいただきました。ご説明の後、委員から各
業界の現況、動向等について活発な意見交換が行われました。（オンラインにて開催）

ご出席者名簿
経済産業省  
相田　政志  経済産業省 経済産業政策局 調査課 課長補佐
占部寿美子  経済産業省 経済産業政策局 調査課 課長補佐
  
委員  
小野　森彦  石油連盟 理事 企画総務部長
髙瀬　智子  （一社）電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部 調査・統計担当部長
海野　雅幸 （一社）日本化学工業協会 産業部 兼 技術部 部長
加藤　建治 （公社）リース事業協会 事務局長

委員代理  
遠田　雅章 （一社）セメント協会 調査・企画部門 リーダー
持田　弘喜 （一社）日本自動車工業会 次世代モビリティ領域 部長
木内　康裕 （公財）日本生産性本部 生産性総合研究センター 上席研究員
  
  

（役職名は当時、企業・団体名五十音順 敬称略）

業種動向
業種別動向分析委員会

内外経済動向

⚫

⚫

⚫

内外経済動向（4月21日（木）講演資料抜粋）
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⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫

⚫

⚫
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⚫

⚫
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2022年版ものづくり白書について

経済産業省 製造産業局
ものづくり政策審議室 室長

伊奈　友子 氏

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的
な感染拡大は我が国の経済に大きな影響を及ぼしてお
り、世界各国で新型コロナワクチンの接種が進んでい
るものの、2021年後半以降、新型コロナウイルスの
変異株であるオミクロン株の感染が世界的に拡大し、
社会、経済の様々な側面で影響が生じている。さらに、
カーボンニュートラルの実現や人権尊重に向けた取組、
DX（デジタルトランスフォーメーション）、レジリエ
ンス強化の重要性の高まり、原油価格の高騰など、製
造業を取り巻く環境は急激に変化している。
このようなことから、2022年版ものづくり白書で
は、2022年4月1日時点で公表されている各種統計等
を用いて、我が国製造業の業況、人材確保・育成及び
教育・研究開発などについての動向を分析し、直近の
事業環境変化の動向や関連事例及び施策についてまと
めるとともに、このような変化の中においても企業が
収益をあげていくための稼ぐ力について分析を行った。
本寄稿では、我が国製造業の足下の状況と、製造業を
取り巻く事業環境変化に焦点を当てて紹介する。

■我が国製造業の足下の状況
我が国製造業の全般的な業況は、2020年下半期か
ら2021年にかけて、大企業製造業を中心に回復基調
であったが、2022年に入り、大企業製造業及び中小
製造業ともに減少に転じた。

また、新型コロナウイルス感染症、半導体不足、部
素材不足、カーボンニュートラルへの取組、DXの加
速などの情勢変化と、それを受けた事業への影響につ
いての事業者の認識に関する調査によれば、事業に
影響し得る社会情勢変化として、「原材料価格の高
騰」、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」の割
合が大きくなっている。また、2020年度に行われた
同様の調査結果と比較すると、2020年度は「新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大」が約８割と突出して
いたが、2021年度の調査結果では、「原材料価格の
高騰」、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」、
「人手不足」、「半導体不足」の4項目の回答が約半
数に達しており、中でも「原材料価格の高騰」と「部
素材不足」の割合は2020年から大きく増加している。

出所：経済産業省「2022年版ものづくり白書」

寄稿

業況判断DIの推移
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このことから、2021年度には、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大に加え、原材料価格の高騰や部素材
不足などの社会情勢の変化が事業に及ぼす影響が大き
くなっていることが分かる。

■製造業を取り巻く事業環境の変化
（1）原油価格の高騰
原油価格は元々上昇傾向にあったが、ウクライナ情

勢の緊迫によりさらに高騰したことで、素材系の業種
を中心に生産コストの増加につながっており、今後、
製造業の利益を圧迫するなどの影響が考えられる。こ
れに対し、政府としては、エネルギーの安定供給の確
保や適切な価格転嫁に向けた取組を実施している。

（2）部素材不足
2021年は、災害や事故、輸出管理規制などの様々

な供給面の要因により、半導体をはじめ、多くの部素
材が価格高騰または不足する事態となり、製造業の多
くの業種に影響があった。政府としては、このような
部素材不足が国民生活や経済活動に悪影響を及ぼすこ
とのないよう、重要物資などの需給動向を注視し、国
内製造拠点の整備などの支援を実施した。

（3）カーボンニュートラル
2021年はCOP26の開催や金融機関が企業などに

対して気候変動リスクなどに関する情報開示を推奨す
るフレームワークの改訂など、カーボンニュートラル
の実現に向けた国際的な議論が進展した一年となっ
た。我が国としても、気候変動問題への対応をコスト
ではなく経済成長の機会と捉え、「経済と環境の好循
環」の実現を目指す新たな成長戦略として、「2050
年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を
策定し、エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、
家庭・オフィス関連産業において、今後成長が期待さ
れる14分野と各分野で目指すべき高い目標を示した上
で、予算、税、規制改革・標準化、民間の資金誘導な
ど様々な政策を総動員し、民間企業等の取組を後押し
している。
また、鉄鋼や化学などの基礎素材産業は、2050年
カーボンニュートラルの実現に向けて、生産プロセス
の革新や化石燃料からの転換など大胆な投資を進めて
いく必要があり、そのための研究開発や設備投資、オ
ペレーションコストなど、新たに生じるコスト負担に
どう対応するかが大きな課題となっている。このよう
な課題に対し、基礎素材産業が多様な変革の要請に対
応し、生き残りをかけて国際競争力を維持・強化して
いくためにどのような対策が必要となるのかという素
材産業のあり方について、経済産業省の産業構造審議
会製造産業分科会において検討を進めている。

（4）ビジネスと人権
ビジネスと人権については、2021年版ものづくり白
書では、欧米諸国を中心に、企業に対して、サプライ
チェーン全体で人権尊重の取組を求める動きが進んで
いることについて述べたが、その後も、欧米諸国を中心
に、企業活動における人権への負の影響を特定し、それ
を予防、軽減させ、情報発信をする「人権デュー・ディ
リジェンス（DD:Due Diligence）」の実施を義務付ける
法律の成立など、具体的な動きがみられた。我が国政府
においては、2020年10月に「ビジネスと人権」に関す
る行動計画を策定し、その中で、規模、業種等にかかわ
らず、日本企業に対して、人権デュー・ディリジェンス
の導入促進を期待する旨を表明し、経済産業省と外務省
は、2021年11月に同計画のフォローアップの一環とし
て企業の取組状況を把握するため、日本企業のビジネス
と人権への取組状況に関する、政府として初めて実施し
た調査の結果を公表した。

備考：※は2020年度の調査時には選択肢に含まれて
いなかった項目を示す。

出所：経済産業省「2022年版ものづくり白書」

事業に影響を及ぼす社会情勢変化
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（5）デジタル
カーボンニュートラルの実現や人権尊重に向けた取
組は世界的な潮流であり、このような課題には、組織
や企業の壁を越え、バリューチェーン全体で取り組む
必要がある。この際、バリューチェーン上の関係者の
取組を見える化し、円滑に情報共有するため、大量の
データ収集・分析・共有などを行うDXの取組が必要で
ある。
我が国における2010年以降のIT投資額は横ばいに
推移しているが、経営者がIT投資によって解決したい
課題の内訳は、「働き方改革」、「社内コミュニケー
ション強化」から、「ビジネスモデルの変革」に移行
するなど、経営者の意識の変化がうかがえる。

また、製造現場でのDXが進む中、中小企業も含めた
サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ対策が
重要性を増している一方、（独）情報処理推進機構の
調査では、セキュリティ対策を特に実施していない中
小企業が約3割に上ることが明らかとなっている。ま
た、対策を実施したとしても、ウイルス対策ソフト等、

既存の対策では脅威を防ぎ切れていないのが実態であ
り、政府としては中小企業が無理なくサイバーセキュ
リティ対策を導入・運用できるよう官民一体の取組を
促進している。

■結び
これまでに述べた事業環境の変化は今後も続くと考
えられ、さらに、本白書を執筆した2022年4月以降も、
ロシアによるウクライナ侵攻、約20年ぶりの円安、更
なる物価高などにより、事業環境はますます複雑化し
ている。このような中で我が国製造事業者が競争力を
維持・向上していくには、変化に柔軟に対応できるよ
う、戦略的な投資や人材育成に取り組むなど、具体的
な対応を進めることが重要であり、ものづくり白書が
その一助となれば大変幸いである。

出所：経済産業省「2022年版ものづくり白書」

出所：経済産業省「2022年版ものづくり白書」

人権デュー・ディリジェンスの実施状況

IT投資で解決したい経営課題
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今年10月14日に新橋・横浜間の鉄道開業（明治5年、1872年）から150周年を迎えるそうです。
当研究所の事務所がある新橋地区は、JR新橋駅前のSL広場の蒸気機関車やレンガ造りのガード
下、市街地中心部の赤レンガ通りなど、明治初期を思い起こさせる景観がところどころに残ってい
ます。当研究所の周辺を散策中に、港区立南桜公園で江戸末期（文久2年、1862年）の古地図の
案内板を見つけました。この古地図（下の写真）によると、南桜公園は堀田加賀守の屋敷跡（地図
中央）で、この辺りには諸藩の江戸屋敷や武家屋敷が立ち並んでいました。鉄道開業はこの地図か
ら10年ほどしか経っていないことに驚かされます。
私は、埼玉県内から新橋に通勤していますが、埼玉ゆかりの偉人に渋沢栄一翁（1840-1931
年）がおられます。昨年、NHK大河ドラマ「青天を衝け」が放映され記憶に新しいこともあり、
鉄道開業150周年のニュースを聞いて、渋沢翁が活躍した時代を思い浮かべました。同氏は、日本
資本主義の父と呼ばれますが、現在の埼玉県深谷市血洗島の農家の出身で青春時代は幕末の志士で
した。渋沢翁は尊王の志士から幕臣、明治政府の官僚、実業家へと幾度か転身していますが、日本
も近代国家への歩みの中で大きな困難に幾度も遭遇しながらそれを乗り越えて発展してきました。
下の古地図と今の新橋の風景を見比べると隔世の感がありますが、人生100年時代と言われる時間
軸からみるとさほど遠い過去ではないようにも思われます。
昨今、世界的に先行き不透明で将来の予測困難なVUCA時代の中で、日本経済は「失われた30
年」が今後も続き国際競争力が低下する状況が継続するのではないかと懸念されています。人口減
少、環境問題、地政学リスクなど社会課題が山積しており、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻な
ど様々な事象も現実問題として発生していますが、渋沢翁が生きた時代に比べれば、日本は今でも
恵まれたポジションにあるのではないでしょうか。
「悲観は気分による、楽観は意志による」という
言葉がありますが、変化に機敏に対応するために
は過度な悲観論は持たない方が良いように思いま
す。また、渋沢翁が広く尊敬を集めるのは生前の
功績もさることながら、「論語と算盤（道徳経済
合一説）」や福祉・教育などに対する思想・信条
にあるように思われます。日本人は今もそうした
道徳的な生き方を模範としており、それは今後も
日本の経済社会の強さにつながっていくのではな
いでしょうか。
2024年には渋沢翁が新一万円札の顔になりま
す。日本経済の礎を築いた渋沢翁の一万円札が日
本中を飛び回る日が近づいています。仕事帰りに、
渋沢翁の邸宅があった飛鳥山公園近く（JR王子
駅）を通過しその故郷に向かう高崎行きの電車の
中で、そんな思いが浮かんできました。

一般財団法人企業活力研究所 企画研究部長

北畠　祥

ί ϥ Ϝ

鉄道開業150周年の雑感

南桜公園の案内板の古地図
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グローバル化・デジタ
ル化が進展する中での
製造業の競争力強化

のあり方

（解決すべき課題題）

いかに我が国のいかに我が国の
産業競争力を産産産産産業業競競競競争争力力力力ををを
維持・強化維持 強化
していくか？

産業競争力向上のた
めの雇用・人材育成の

あり方

持続可能な経済・社会
を目指す企業のあり方

（調査研究テーママ）

「ＣＳＲ研究会」

〇 新時代の「ビジネスと人権」のあり方 （2018）
〇 ＳＤＧｓ達成へ向けた企業が創出する「社会
の価値」への期待 （2019）

〇 CSR諸課題に関する新型コロナウィルス感
染症発生後の影響と対応 （2020）

〇 持続可能な社会における「ビジネスと人権」
のあり方 (2021）

2021年度 企業活力研究所 調査研究テーマの位置付け

「人材研究会」

〇 仕事とキャリアの管理 （2017）
〇 企業の成長を支える学び続ける人材の確保
・育成に向けた人事戦略 （2018）

〇 これからのシニア人材の活躍支援の在り方
（2019）

〇 経営戦略を支える人事部の新たな役割
(2020-2021）

「ものづくり競争力研究会」

〇 新時代のものづくりにおける人間とAIの協働
のあり方 (2018)

〇 デジタル・プラットフォーム構築による製造業
の競争力強化 （2019）

〇 デジタル技術を活用した製造業の新たな
企業成長のあり方 （2020）

〇 製造業のＤＸを阻む壁の乗り越え方 (2021)

ｺﾛﾅ対応を
踏まえた
課題解決

（ ）内は年度

二儒●◎（ ）内（）

本号では、2021年度に実施した研究会事業（人材研究会・CSR研究会・ものづくり競争力研究
会）の研究成果の概要を掲載しております。人材研究会及びCSR研究会につきましては、調査研究報
告書を取りまとめ、人材研究会については本年7月1日に、CSR研究会については同7月5日に、ウェ
ビナーを開催いたしました。調査研究報告書の全文及びウェビナーの講演資料の一部につきましては、
当研究所のホームページからダウンロード出来ますので、ご一読頂ければ幸いです。また、ものづく
り競争力研究会は2年にまたがる調査研究の1年目との位置づけで研究テーマに関する論点整理を行い、
本年4月に弊所ホームページ上に公開しております。
委員会事業につきましては、本年上半期（1月～6月）に実施した活動の一部を収録しました。
本年上半期もコロナ禍における感染拡大防止の観点から、研究会、委員会ともに基本的にオンライ

ンで開催することとなりましたが、各事業にご参加、ご協力くださいました皆様に、心より御礼を申
し上げます。引き続き、ご指導・ご協力くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

（企画研究部長　北畠　祥）

編集
後記

研究所便り研究所便り
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